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平成２５年度国の施策・予算に対する提案・要望 

 

さいたま市政の推進につきましては、日ごろから格別の御高配、御協力

を賜り、厚く御礼申し上げます。 

本市は、新たな時代を切り拓くため、「子どもが輝く“絆”で結ばれたま

ち」を目指し、「徹底した行財政改革」と「生産性の高い都市経営」により、

市民一人ひとりが、しあわせを実感できるまちづくりを進めています。 

昨年、誕生１０周年を迎えた本市は、人口１２４万人を有する日本でも

指折りの大都市として、大きく成長を続けてきております。 

そして、これまでの１０年という土台をベースにして、これからの   

１００年という大きな飛躍に向け、次のステージに移行する重要なプロジ

ェクトも展開しております。 

私たちの郷土“さいたま市”を、我が国を代表する都市として、また、

日本だけではなく、世界に貢献する都市として、市民が誇りを持てる都市

につくりあげることが、私の責務であります。市民の皆様と心をひとつに

し、ずっと住み続けたいさいたま市、未来に誇れるさいたま市、住んでみ

たいさいたま市の実現に邁進してまいりたいと考えております。 

本提案・要望書は、防災対策、まちづくりをはじめ、本市のさまざまな

取組を進めるに当たり、国において制度及び予算などについて、御検討い

ただきたい主な事項を取りまとめております。 

つきましては、国も厳しい財政状況にあることは承知しておりますが、

今後の施策の展開に当たり、さいたま市の提案・要望の実現について、御

配慮を賜りますようお願い申し上げます。 

 

平成２４年６月 
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防災対策 

 
 



１．帰宅困難者対策の充実強化 

〔内閣府〕 

【提案・要望事項】 

帰宅困難者対策として、企業に対する備蓄等の義務化と一時

的な避難所の確保に向けた制度の創設及び積極的な支援を行

うこと 

 

【背景・理由】 
・ 東北・関東地方を襲った「東日本大震災」の被害状況や最近行われた中

央防災会議の被害想定の見直しでは、帰宅困難者をはじめとする、より

多くの避難者の発生が想定されている。 

・ さいたま市は、これまでも「災害に強いまちづくり」を目指し、市有建

築物の耐震化を前倒しして実施するなど、減災に努めてきた。 

・ 昨年の震災当日も地域防災計画に基づき対応したが、鉄道事業者（ＪＲ）

による駅の閉鎖や、新幹線が鉄道高架上で緊急停止したことにより発生

した多数の「帰宅困難者」に対する避難所受入れなどに多くの課題が発

生し、対応が困難であった。 

・ 今後も首都直下型地震の発生が予測されており、これらの課題の解決は

極めて重要かつ急務であり、国の強いリーダシップによる対策・支援の

一層の充実強化を要望する。 

・ 本市では、帰宅困難者対策として、一時滞在施設を設置するため、駅周

辺ホテル等と施設の提供等について協定を締結している。しかし、帰宅

困難者への支援は、広域的な支援体制が必要であり、一地方自治体の取

組では帰宅困難者全体としての効果は薄く、国が積極的に取り組むこと

が極めて重要である。 

・ また、近年、震災時はすぐに帰宅するのではなく、施設内にとどまるこ

とや、外出時は近場の安全な施設内に避難することが望ましいとされて

いることから、企業など民間施設に自社の従業員のみならず、周辺で発

生する帰宅困難者に対する備蓄などの対応を義務化することで、一時避

難所として確保することができる。 

・ しかし、民間施設の利用には相当の費用負担が発生するため、災害対策

基本法による企業への義務化や、災害救助法に定める避難所の設置の費

用負担に対する基準の見直しなど、国の強いリーダシップによる支援対

策を一層充実・強化する必要がある。 
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【参考】 

■さいたま市の帰宅困難者支援 

           

    ○○○駅   流入帰宅困難者（通勤・通学者等）  協定ホテル（民間施設） 

 

 

      企業      

  

 

 

 

        

    ○○○駅   流入帰宅困難者（通勤・通学者等）  協定ホテル（民間施設） 

 

企業                                             

               

 

 

 

協力要請 

費用請求 

（施設は無償） 

協力要請

費用請求 

（国が補填） 

提案 

一時避難すること
で、流入が減少

［担当：総務局危機管理部防災課長   大成 義之 ℡０４８－８２９－１１３６］

各企業で備蓄（義務化）
（国が補助） 

各企業で備蓄（義務化） 
（国が補助） 

各企業で備蓄（義務化） 
（国が補助） 
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２．大規模災害への対応策等について 

〔総務省消防庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 緊急消防援助隊の更なる活動能力の充実・強化を図るた

め、国が主体となり、大規模災害等対応型訓練施設を設置す

ること 

２ 緊急消防援助隊に係る支援の強化に関すること 

  進出拠点の確保 

  車両及び資機材の充実強化 

  情報通信体制の充実・強化 

 

【背景・理由】 
・ 昨年３月１１日に発生した東日本大震災は、観測史上最大のマグニチュー

ド９．０の巨大地震に加え、広範囲にわたる大津波、原子力発電所におけ

る放射性物質の漏えい事故及び石油コンビナート火災を伴う大規模広域

複合災害となり、多くの尊い人命と貴重な財産を一瞬にして奪った、未曾

有の大災害となった。 

・ 本市では、発災直後から、消防庁長官の指示に基づき、緊急消防援助隊と

して被災地に部隊が出動し、消防に課せられた崇高な使命と職責の下、被

災者の救出・救護活動に全力を尽くしたところである。 

・ 今回の大震災による経験と貴重な教訓に基づき、次の事項について、国に

よる迅速かつ確実な措置を講じるよう強く要望するものである。 

 

１ 大規模災害等対応型訓練施設の設置に関すること 

・ 本震災の緊急消防援助隊活動は、災害が広域であったこと、要救助者が多

数であったことなどから、複数の部隊の統率を図り、統一した活動方針の

下に救出・救護活動を実施する必要があった。また、原子力発電所におけ

る特殊災害対応が求められたことから、今後、緊急消防援助隊の更なる活

動能力の充実・強化を図る必要があると考えるところである。 

・ 平成２３年度に国において、大規模かつ長期間に及ぶ災害時における緊急

消防援助隊の活動を支える活動拠点について「緊急消防援助隊広域総合進

出拠点施設に係る検討会」の中で検討され、平成２４年５月２１日に公表

された「緊急消防援助隊広域総合進出拠点施設に関する調査報告書」にお

いて、災害時の機能はもとより、平常時の機能となる広域応援部隊等の研

重点
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修や訓練機能を兼ね備えた大規模災害等対応型訓練施設を整備する必要

があるとされている。 

 

２ 緊急消防援助隊に係る支援の強化に関すること 

(1）進出拠点の確保 

・ 昨年の震災では、多数の部隊が出動したため、野営地の確保等に非常に苦

慮したところである。また、活動が長期化したことや気候が寒冷であった

ことから、出動隊員の負担は非常に大きいものであった。 

・ このため、東北地方、首都圏での活動を考慮して、進出拠点となる施設を

大規模災害等対応型訓練施設の設置と併せて東日本（関東圏）に整備する

必要がある。 

 

   車両及び資機材の充実強化 

・ 本市は、地域の実情に合わせて、部隊及び車両・資機材を整備してきたと

ころであるが、いまだ充分な整備状況とはいえない。 

・ 大規模災害時等において、早期に活動に着手するための道路啓開、瓦礫の

下敷きとなっている要救助者の検索・救助を効率的に展開することができ

るよう、車両・資機材を国の無償貸与により整備することを要望する。 

 

   情報通信体制の充実・強化 

・ 昨年の震災では、無線基地局が被災し、携帯電話も不通となるなど、緊急

消防援助隊を派遣した部隊との連絡体制の確保も困難であったことから、

国では無線基地局を臨時に設置できる車両を無償貸与したが、更なる整備

や支援体制を行う必要がある。 

・ また、国があらかじめ所要の衛星電話等を整備し、一括管理するとともに、

大規模災害時にこれらを航空機等により搬送する仕組みについて、整備す

ることを要望する。 

 

【参考】 
◇東日本大震災に係る本市の緊急消防援助隊派遣実績 
○岩手県陸前高田市 
  平成23年3月11日から3月31日までの間、延べ248隊、867名を派遣 
○福島県相馬地方 
  平成23年3月11日から6月6日までの間、延べ214隊、807名を派遣 
○その他 
  福島原発に対応するため、東京電力へ消防ポンプ車を2台貸与 

 

〔担当：消防局総務部消防企画課長 大熊 郁夫 ℡０４８－８３３－９２５８〕
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 ３．瓦礫の受入れに対する安全性の確保   

〔環境省〕 

【提案・要望事項】 

１ 瓦礫の安全性に関して国民へ説明すること 

２ 焼却灰の処分先を確保すること 

３ 瓦礫の受入れに関する経費を全額国庫負担とすること 

 

【背景・理由】 
・ 東日本大震災において発生した膨大な量の災害廃棄物を迅速に処理する

には広域処理が必要との判断から国は全国の地方自治体に対し、協力を

要請しているが、市民（国民）が安心して受入れができるよう、国が責

任を持って次の事項に行うことを要望する。 

 

① 瓦礫の安全性に関する国民への説明 
・ 災害廃棄物の広域処理については、「被災地を支援したいが、災害瓦礫を

県外に搬出することで放射能が更に拡散されるのではないか」といった

意見が寄せられている。 

・ 焼却処理、埋立て基準等に対しても広く理解が得られない状況であり、

現時点では災害廃棄物の広域処理は進んでいない状況である。 

・ 今後、災害廃棄物の処理を進めるには、あらためて国が責任をもって国

民に対して瓦礫の安全性を説明し、理解を得ることが必要である。 

 

② 焼却灰の処分先確保 
・ 災害廃棄物を安定的に処理するには、最終処分先の確保が重要であり、

現在、災害廃棄物を受け入れる準備として、市独自の受入れ基準を策定

し、安全性を確保した上で、市内、市外を問わず最終処分先の確保に努

めてきてはいるが、現時点では、最終処分先の理解を得られない状況に

ある 
・ 今後、災害廃棄物の処理も含め、安定的な廃棄物処理を継続するために

は、国において、継続的、安定的な最終処分先を確保することを要望す

る。 
 

新規重点
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③ 瓦礫の受入れに関する経費の全額国庫負担 
・ 災害瓦礫の処分費、災害瓦礫を処理するために廃棄物処理施設に増設・

改良等が必要になった場合の経費、災害瓦礫を受入れる際に処理施設及

び最終処分施設の近隣住民への説明会等に係る費用に対して国は全面的

に支援するとの通知があったが、具体的な支援の措置方法については定

められていない。 

・ 国は、経費支援の処置方法を明確にするとともに、国の責任において全

額国庫負担することを要望する。 

 

【参考】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国民へ安全性の理解 

最終処分先の確保 瓦礫の広域処理開始 

国からの施策・支援

３点の課題解決 

瓦礫処分に係る経費 

〔担当：環境局施設部環境施設課長 堀内 二郎 ℡０４８－８２９－１３３９〕
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４．市有建築物並びに民間建築物の耐震化に係る 
補助制度の拡充 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 市民の安心・安全を確保するため、市有建築物の耐震化に

対する補助制度を拡充すること 

 

２ 民間建築物の耐震化の促進を図るため、社会資本整備総合

交付金交付要綱における耐震補強工事及び建替え工事に対

する国の補助制度について、対象建築物の規模及び構造要件

を撤廃すること 

 

【背景・理由】 
（市有建築物） 

・ 公共建築物については、多くの市民が日常的に使用することから、利用

者の安全確保の面、また、災害時には避難場所や災害対策本部・支部な

どの応急活動の拠点として活用されることから、災害時の拠点施設とし

ての機能確保の観点からも、強力に公共建築物の耐震化の促進に取り組

む必要がある。 

・ 本市では、市有建築物耐震改修促進計画を策定し、平成２７年度までに

耐震化１００％を目指して、公共建築物の耐震化を鋭意進めているとこ

ろであるが、より強力に公共建築物の耐震化を進め、市民の安心・安全

を確保するため、市有建築物の耐震化工事に対する補助制度の拡充な

ど、国の強力な支援を要望する。 

 

（民間建築物） 

・ 本市では民間建築物に対する耐震補強等助成事業を、社会資本整備総合

交付金交付要綱及び同要綱附属編に基づき実施しているが、学校施設、

医療施設、福祉施設、商業・業務施設などの「住宅以外の建築物」につ

いては、同要綱附属編において延べ床面積、階数など規模や構造に関す

る一定の要件が規定されているため、これに満たない建築物は国費の補

助対象に該当しないこととされている。 

・ このような状況の中、本市では、既存建築物の耐震化促進に向けた取組

として、国の補助要件に満たない建築物の耐震補強工事や建替え工事に

重点
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［担当：建設局建築部建築総務課長 大貫 一博 ℡０４８－８２９－１５３５］

［担当：建設局建築部保全管理課長 三村 裕一 ℡０４８－８２９－１５０６］

対する助成事業を実施してきた。 

・ 国は、「建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方

針」において、住宅及び多数の者が利用する建築物の平成２７年度にお

ける耐震化率９０%達成を目標として掲げているが、「住宅以外の建築

物」に対する規模・構造等の要件を設けることにより、これらの建築物

の耐震化の促進を損ねる要因となることから、「住宅以外の建築物」の

耐震補強工事及び建替え工事に対する補助の対象要件を撤廃するとと

もに補助制度の更なる拡充を要望する。 

 

【参考】 
◇さいたま市市有建築物の耐震状況 （平成２３年４月１日現在） 
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５．公共施設に準ずる民間施設の耐震化の促進について 

〔国土交通省・厚生労働省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

病院、社会福祉施設、幼稚園及び学校など、高い公益性を持

つ「公共施設に準ずる民間施設」の耐震化の促進を図るため、

耐震診断や耐震補強等の実施に必要な事業費に対する補助制

度の拡充を図ること 

 

【背景・理由】 
・さいたま市が位置する南関東圏では、東京湾北部を震源とするマグニチュ

ード７クラスの首都直下型地震発生の切迫性が高く、この地震によるさい

たま市への甚大な被害が懸念されている。 

・阪神・淡路大震災では、神戸市内で亡くなった３,８７５人のうち、詳細

な分析が行われた３,６５１人の死亡原因の９５パーセント以上が建物の

倒壊による窒息死や圧死や建物の倒壊に起因すると思われる火災により

亡くなったと推計されている。 

・また、犠牲者の約８割は地震発生後、約１５分以内に死亡していると推定

され、震災後の救助活動により犠牲者の数を減らすことは極めて困難であ

ることから、犠牲者を減少させるには、建物の倒壊を防ぐ耐震化を促進す

ることが極めて有効な手段となる。 

・特に、震災時に適切な医療提供体制の維持を図る上で重要な役割を果たす

「病院等の医療施設」、高齢者や乳幼児など自力での避難が困難な多くの

方々が利用する「社会福祉施設」、児童生徒等の安全確保や教育活動等の

早期再開を図るとともに、地域住民の応急的な受け入れ機能を果たす「幼

稚園・学校」など、高い公益性を持った民間施設の耐震化の促進は、公共

施設の耐震化と同様に喫緊の課題であるため、公共施設に準ずる施設の耐

震化に対する補助制度の拡充について国の強力な支援を要望する。 

 

 

 

新規重点
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【参考】 

 

阪神・淡路大震災による神戸市内での犠牲者の 

死亡原因・死亡推定時刻 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．犠牲者の死亡原因（地震後２週間まで） 

２．犠牲者の死亡推定時刻（地震後２週間まで） ※地震発生時刻 午前５時４６分 

〔担当：建設局建築部建築総務課長 大貫 一博 ℡０４８‐８２９-１５３５〕
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６．水道構造物の耐震化事業に係る補助制度の拡充 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

 基幹水道構造物の耐震化事業をはじめとする緊急時給水拠

点確保事業費補助率の拡充を行うこと 

 

【背景・理由】 

・ 水道は、市民生活と都市活動を支えるライフラインであり、常に安全な

水道水を安定して供給することは国の責務であり、水道施設の災害対策

を国策として強力に推し進めるべきである。 

・ 本市においても、｢さいたま市水道事業中期経営計画｣に災害対策を位置

付け、水道の基幹施設である浄･配水場、水道管などの耐震化等を進めて

いるところではあるが、その災害対策事業に要する事業費は莫大であり、

現状の国の補助制度では水道事業経営に及ぼす影響が非常に大きいこと

から、緊急時給水拠点確保等事業の補助率を現行の３分の１から引き上

げるなど、基幹水道構造物耐震化事業の補助拡充を要望する。 

【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■水道施設の耐震化について 

 

 

 

 

 

 

 

■さいたま市の耐震化率（平成２３年３月３１日現在） 

管路：３８．５％ 浄水施設：３７．２％ 配水池：５４．１％ 

 

○地震に対して脆弱な施設と大規

模地震発生の危険性 
○老朽化した水道施設・水道管の更

新時期の到来 
○被災事業体の経営悪化 等 

現状と課題 

○地震・災害に強い水道施設の整備

○上水道安全対策の強化 
○被災事業体への減収補てん等 
○老朽化した基幹水道施設の更

新・改良 

災害に強い水道システム 

社会生活基盤を守るため国の財政支援が必要 

〔担当：水道局 業務部 水道総務課長 蓜島 裕之 ℡０４８－７１４－３０６６〕

〔担当：水道局 給水部 水道計画課長 川島 康弘 ℡０４８－７１４－３０９６〕

重点
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７．情報提供システムの連携強化 

〔総務省消防庁〕 

【提案・要望事項】 

災害時における避難勧告等の緊急情報は、市民に対し迅速に

提供する必要があるため、国で整備しているＪアラートと、 

東日本大震災で活躍したツィッターや、エリアメール等の民間

企業が提供しているサービスと連携を強化すること 

 

【背景・理由】 

 

・ 現在、地方自治体では、Ｊアラートと防災行政無線を連携させている事

例が多く見受けられるが、都市部などの高層住宅が立ち並ぶ地域や、気

密性の高い住宅においては非常に聞こえづらい状況となっており、防災

情報を伝達する手段としては課題がある。 
・ また、東日本大震災においては、音声電話は輻輳により利用できず、情

報の入手には、ツィッターや通信事業者が提供している「災害時伝言板」

等の民間企業のサービスが有効であった。 
・ 現在、地上波デジタル放送によるテレビの「データ放送」、「ツィッター」、

「エリアメール」などさまざまな民間企業のサービスが提供され普及し

てきているが、そのようなサービスにより配信するには職員等が個々に

データを入力する必要があり、緊急性を損なう可能性がある。 
・ 緊急情報は、最低限の入力であらゆる媒体を介して瞬時に正しい情報を

発信することが重要であることから、既に普及している多様な民間企業

の情報サービスとＪアラートを連携させるように国が積極的に取り組む

ことが極めて重要である。 
・ 今後、首都直下型地震の発生する可能性が高いと発表されており、この

情報提供システムの連携については、個々の地方自治体の取組ではなく

全国規模の対応が必要であると考えられることから国の強いリーダシッ

プにより充実・強化することを要望する。 
 

新規

-12-



【参考】 

防災行政無線
エリアメール等

緊急メール
データ放送FACEBOOK

Twitter型

配信ｼｽﾃﾑ

ｲﾝﾌﾟｯﾄ側

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ側
携帯網

公衆網

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ネットワーク
WiFi-AP

固定電話FAXテレビ電話タブレット端末 パソコンTV（STB)携帯電話 スマートフォン i-pad

アンテナ

地デジ

ワンセグ

音声

屋外ｽﾋﾟｰｶｰ

職員からの直接入力

災害時における市民への情報配信について

Ｊアラート

防災無線網

入力の一元化防災行政無線以外と
の連動

防災行政無線
エリアメール等

緊急メール
データ放送FACEBOOK

Twitter型

配信ｼｽﾃﾑ

ｲﾝﾌﾟｯﾄ側

ｱｳﾄﾌﾟｯﾄ側
携帯網

公衆網

ｲﾝﾀｰﾈｯﾄ

ネットワーク
WiFi-AP

固定電話FAXテレビ電話タブレット端末 パソコンTV（STB)携帯電話 スマートフォン i-pad

アンテナ

地デジ

ワンセグ

音声

屋外ｽﾋﾟｰｶｰ

職員からの直接入力

災害時における市民への情報配信について

Ｊアラート

防災無線網

入力の一元化防災行政無線以外と
の連動

 

 

［担当：総務局危機管理部防災課長 大成 義之 ℡０４８－８２９－１１３６］
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８．国民保護の推進 

〔内閣官房・総務省消防庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 武力攻撃事態や大規模テロ等に備えるため、物資及び資材

等の備蓄に当たっては、以下のとおり整備すること 

(1) NBC攻撃等により発生する武力攻撃災害等に対処するため

の物資及び資材等は、国の責任において確保すること 

(2) 国は、地方公共団体と意見交換を行い、国と地方公共団体

との役割を明示し、地方公共団体が備蓄する場合において

は、物資及び資材等の種類や数量をガイドラインで示すとと

もに、その財源を措置すること 

２ 国は、国民保護にかかる事業を円滑に推進するため、住民

の理解を深める啓発に主導的に取り組むこと 

 

【背景・理由】 
・ 我が国の政治・経済の中心である首都圏は、武力攻撃事態や大規模テロ

等の発生時には、首都機能や経済機能に重大な影響が出ることが予想さ

れ、その事態は、地方公共団体の対処能力を超えるものと危惧される。

・ 国においては、平成１６年に「武力攻撃事態等における国民の保護のた

めの措置に関する法律」を制定し、平成１７年には「国民の保護に関す

る基本指針」を制定している。さいたま市では、平成１８年１１月、「さ

いたま市国民保護計画」の策定をはじめ、九都県市間における、首都圏

の特殊性を踏まえた連携体制の充実など、対策の推進を図っている。 

・ しかし、国は、物資の備蓄などの具体的内容について、いまだ明らかに

していない。まず、国と地方公共団体との役割を整理した上で、国民保

護措置は法定受託事務であることを踏まえ、費用については国で負担す

る必要がある。 

・ また、国民保護事業を進めるに当たり、住民の一層の理解が必要である

ことから、更なる啓発活動が必要である。 

・ 以上のことから、国においては、国民保護の推進のため、強いリーダー

シップを持って、更なる具体的な対応を図ることを要望する。 
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【参考】 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 

武力攻撃事 外部からの武力攻撃については、次の4つの類型を想定しています。

緊急対処事態（大規模テ
武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する事態であ
り、次の4つの類型を想定しています。 

ゲリラ特殊部隊
による攻撃

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■国民保護において、想定される事態 

武力攻撃事態 外部からの武力攻撃については、次の4つの類型を想定しています。 

緊急対処事態（大規模テロ等） 武力攻撃に準ずる手段を用いて多数の人を殺傷する事態であ
り、次の4つの類型を想定しています。 

大規模集客施設等への     大量輸送交通機関の         核燃料物質の高速     都心における
化学剤などの散布          走行中の爆破        道路運送中の爆破       テロの発生

     着上陸侵攻     ゲリラ特殊部隊による攻撃    弾道ミサイル攻撃         航空攻撃

〔担当：総務局危機管理部安心安全課長 会田 浩一 ℡０４８－８２９－１１３４〕

住民の理解を 

深める 

啓 発 

国民保護措置の実施

のために必要な 

物資及び資材 

 

住民の避難及び避難

住民等の救援に必要

な物資及び資材 

物資及び資材等の 

備蓄・整備 

住民への啓発が 

不可欠 
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９．無線通信補助設備に係る改修基準の策定及び 
改修に係る補助制度の創設 

〔総務省消防庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 消防法施行規則第３１条の２の２に定める無線通信補助

設備の設置について、消防救急無線の２６０ＭＨｚ帯デジタ

ル化移行後の基準を速やかに示すこと 

 

２ 無線通信補助設備を設置している施設関係者に対して、 

２６０ＭＨｚ帯に対応させるための設備改修に係る補助金

を交付する制度を創設すること 

 

【背景・理由】 
・ 現行の無線通信補助設備の設置基準については、消防法施行規則第三十

一条の二の二に定められ「別表第1 地下街（１６の２項）に掲げる防火

対象物で、延べ面積が１，０００平方メートル以上のものに設置する」

とされているが、消防救急無線の２６０ＭＨｚ帯のデジタル化移行が電

波法で規定されているにも関わらず、設置基準の改正指針等が定められ

ていない状況である。 

・ 本市内にも首都高速道路のトンネル等の施設が近年増加しており、任意

設置により１２か所の対象物に設置されているが、現状の無線通信補助

設備を２６０ＭＨｚ帯に対応させる改修費用についても高額になると見

込まれ、円滑な改修が促進されないことが懸念される。 

・ 今後、首都直下型地震の切迫性も高く、高速道路のトンネル等が損壊す

ることにより多大な人的被害が発生することも想定されるが、無線通信

が不通となる場合、円滑な消防活動の遂行に支障が生じることが懸念さ

れ、これらの課題解決には、消防法施行規則の改正などが必要であるこ

とから、国において速やかに無線通信補助設備の新たな設置基準を示す

ことを要望するものである。 

・ また、設備改修には莫大な費用が必要になると見込まれるほか、高速道

路等には複数自治体にまたがる設備も存在することから、既存の設備改

修補助制度創設を要望する。 

 

 

重点
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【参考】 
【無線通信補助設備の設備概要】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【地下トンネル】

【無線基地局】

基地局の電波はトン
ネル内へは届かない

【接続端子函】

携帯無線機と接続

共用器

共用器

分配器
【漏洩同軸ケーブル】

活動下命

活動下命

〔担当：消防局警防部指令課長 永瀬 邦彦 ℡０４８‐８３３‐９２８６〕
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１０．危険物地下貯蔵タンクの流出防止対策に対する支援 

〔総務省消防庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 内面ライニング等の危険物流出防止対策に対する補助制

度を拡充すること 

２ 省令改正の経過措置期間（平成２５年１月３１日）を延長

すること 

 

【背景・理由】 
・ 腐食劣化による危険物地下貯蔵タンクからの流出事故防止を目的として、

「危険物の規制に関する規則」が改正（平成２３年２月１日施行）され、

既設タンクの仕様（設置年数、塗覆装の種類及び設計板厚）から「腐食の

恐れが高いもの等」に該当したタンクは、流出防止対策として、ＦＲＰ内

面ライニング、電気防食システム設置、精密油面計の設置等の施工を講じ

ることが義務付けられた。 

・ 危険物の流出事故は、全国でも多くの事例が発生しており、今後も危険物

の流出による火災危険及び土壌汚染が懸念されることから、流出防止対策

は必要であるものと認識している。 

・ しかし、これらの流出防止対策を講じるには、多額の費用を要することや

経過措置期間が２年間であることから、事業者にとって大きな負担となっ

ている。 

・ 国では補助制度を創設したものの、現時点では全ての事業者を対象として

いないことから、すべての事業者が積極的に対策を講じることができるよ

う、補助制度の対象や補助率を拡充するとともに、経過措置期間を延長す

るよう要望する。 

【参考】 

 

 

 

〔担当：消防局予防部査察指導課長 辻村 裕二 ℡０４８－８３３‐９２６６〕

さいたま市内の状況（平成２４年５月１日現在） 

１ 流出防止対策が必要なタンク＝８４３基 

２ 経過措置までに流出防止対策が必要なタンク＝２７８基 

３ 既に流出防止対策を講じたタンク＝２４基 

新規
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・ 



 

 
 

基盤整備・まちづくり・環境 

 
 



 

１１．高速鉄道東京７号線の延伸促進 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

「高速鉄道東京７号線」の延伸実現に向けた支援、並びに、

埼玉高速鉄道㈱の経営安定化のための支援を行うこと 

１ 採算性要件の緩和（累積黒字転換年次を現行の３０年程

度から４０年程度へ）、国の補助拡充など、都市鉄道等利便

増進法の適用要件の緩和並びに支援拡充を行うこと 

２ 延伸地域の成長・発展に資するまちづくり及び公共交通

等の取組に対して、積極的に支援・協力すること 

３ 運輸政策審議会答申第１８号に代わる新たな交通網の計

画の検討に当たっては、高齢者の移動手段確保、代替路線

交通の確保等の新たな鉄道整備の意義・必要性も踏まえ、

引き続き、高速鉄道東京７号線の延伸を計画に位置づける

方向で検討すること。併せて、計画路線の整備を推進する

ために、既存制度の拡充及び新制度の創設についても積極

的に検討すること 

４ 既設の鉄道に対する経営支援及び利用促進の取組に関し

て、国の支援を拡充すること 

【背景・理由】 
・ 高速鉄道東京７号線は、「浦和美園から岩槻、蓮田までの区間が、平成

２７年までに開業することが適当な路線である」と運輸政策審議会答申第

１８号（平成１２年１月２７日）に位置付けられており、さいたま市は平

成２４年度末までに都市鉄道等利便増進法の手続きに入ることを目標に、

埼玉県と共同で採算性の確保等の検討を進めてきた。特に平成２３年度に

は埼玉県と共同で、第三者の専門家による「地下鉄７号線延伸検討委員会」

を開催し、これまでの調査のとりまとめを行い、人口減少等の影響で需要

予測や採算性等については厳しい試算結果が示されたものの、「延伸実現

に資する方策」を展開することで、プロジェクトの評価を高めることは可

能であるとの趣旨の報告が出された。 

重点
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・ 人口減少等の影響により事業環境は厳しくなっている。その一方で、高齢

者の移動手段確保、震災時等の代替路線の確保など鉄道の意義・必要性は

むしろ高まっている。したがって、都市鉄道等利便増進法の適用要件であ

る採算性要件の緩和や国の補助割合の拡大なども行い、新たな路線整備の

事業環境改善に積極的に取り組むべきである。 

・ 検討委員会の結果を受けて市では、浦和美園から岩槻という延伸線沿線地

域の成長・発展に資するまちづくり等の方策や、既設線である埼玉高速鉄

道線の利用促進の方策を検討しているところである。社会資本整備総合交

付金をはじめとするまちづくり及び公共交通等に関する国の支援は、今後

の市における方策の展開、ひいては延伸の実現に重要な役割を担うことか

ら、延伸線沿線地域における取組に対する国の積極的な協力・支援を求め

る。 

・ 運輸政策審議会答申第１８号の計画目標年次は平成２７年とされている

ことから、国において新たな計画策定の検討が進められると見込まれる。

本延伸線は、交通サービスの向上、地域活性化、高齢者の移動手段確保、

災害時を含めた代替路線交通の確保など多くの意義・必要性がある路線で

ある。また、採算性やＢ／Ｃの改善も可能であることから、新たな計画が

策定される場合には、引き続き計画路線として位置づけられるべきであ

る。また、人口減少等の厳しい事業環境を克服して鉄道整備を推進するた

めに、既存の制度の拡充や新たな制度の検討も積極的に進めるべきであ

る。 

・ 他方で、首都圏の第３セクター鉄道は、多額の有利子負債の償還が大きな

経営課題となっている。また、人口減少等を踏まえると既設の鉄道事業を

取巻く環境も厳しいものと予想される。東京高速鉄道7号線を構成する埼

玉高速鉄道株式会社は経営改善に取り組むとともに、沿線自治体も経営支

援・利用促進に努めている。首都圏の第３セクター鉄道を支えていくため

に、地域公共交通確保維持改善事業等の公共交通に対する支援の拡充等を

図るべきである。 

・ 以上のことから、提案・要望事項のとおり、都市鉄道利便増進事業の活用

を促進するための制度改善、延伸線で展開される取組への国の積極的な支

援・協力について要望する。また、延伸線の国の計画への位置づけ、整備

推進、並びに既設の鉄道に関する支援の拡充についても併せて要望する。
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【事業化に向けての制度面の主な課題と要望の効果】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１ 都市鉄道等利便増進法の適用要件
 → 採算性（開業後３０年以内での累積黒字転換） 

 

３０年程度を 

 

４０年程度に緩和 

現状 

適用要件 
(採算性) 要望 事業化へ

前 進

緩和 

２ 事業を進めるための財源
 → 事業費（約770億円の大規模プロジェクト、国の補助率は1／３） 

 

地方公共団体 
１／３ 

（県及び市で負担）

国 
 

１／３ 

整備主体の負担分
（金融機関からの 
借入等）１／３ 

鉄道施設建設資金

地 方 
 

公共団体

 
国 

整備主体 
 

の負担分 

拡
充 

現状 

要望 

初期投資の削減が可能に 

開業後３０年程度

の累積黒字達成 

効 果 

事業化へ
大 き く
前 進

要望
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【延伸計画図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：政策局政策企画部地下鉄7号線延伸対策課長 村川 奏支 ℡８２９‐１８７１〕 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

東急目黒線 
（日吉～目黒（11.9㎞）） 

 
Ｈ13.3相互直通運転（武蔵小杉まで） 

Ｈ20.6日吉まで延長 

〔担当：政策局政策企画部地下鉄7号線延伸対策課長 村川 奏支 ℡０４８－８２９－１８７１〕

先行整備区間
（7.2km） 
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１２．上尾道路の整備促進・首都高速埼玉大宮線 
及び埼玉新都心線の延伸 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 上尾道路の整備を促進すること 

２ 首都高速埼玉大宮線及び埼玉新都心線を延伸すること 

 

【背景・理由】 
１ 上尾道路の整備促進・首都高速埼玉大宮線の延伸 

・上尾道路・首都高速埼玉大宮線の延伸は、埼玉県中央地域での南北の

交通軸を形成し、圏央道と一体的に整備することにより地域間の交流

の活性化に貢献するとともに本市の都市ポテンシャルが高まる。 

・国道１７号バイパスについては、実交通量が１日当たり７．８万台か

ら８．２万台（平成２２年度道路交通センサス）であるが、これは、

設計交通量の１．３５から２．４倍と非常に高く、道路が飽和状態で

ある。 

・そのような中、上尾道路の一般道路部分については、暫定２車線の供

用が開始されたところであるが、未だ圏央道と接続が図られていない

状況である。 

・また、自動車専用道路の与野ジャンクション以北については都市計画

決定がされているものの詳細な整備計画については未定である。 

・市内の国道１７号バイパス周辺の渋滞解消を図るためには上尾道路の

整備促進・首都高速埼玉大宮線の延伸が必要である。 

 

２ 首都高速埼玉新都心線の延伸 

・首都高速埼玉新都心線については、第二産業道路までが開通済みであ

るが東北自動車道への延伸・接続については検討が進んでいない状況

である。 
・さいたま新都心には、「南関東地域直下の地震対策に関する大綱」に

基づく広域防災拠点として位置づけられた災害対策基本法上の指定地

方行政機関も設置され、災害応急対策・復旧活動及び広域後方支援活

動に関する指示機能等を担っていることからも当路線を延伸し、広域

交通基盤の代替性・多重性の確保などの一層の防災力強化を図る必要

がある。 

新規重点
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【参考】 
○埼玉県の渋滞状況 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○平成２２年度道路交通センサス 
起点側 終点側 

路線名 
路線名等 路線名等 交通量観測地点地名

混雑度

さいたま東村山線 さいたま鴻巣線 
さいたま市桜区田島７

丁目１５番地２２先 
2.40

桜区・中央区 境 宗岡さいたま線 
さいたま市桜区田島７

丁目１５番地２２先 
1.74

さいたまふじみ野所沢線 中央区・大宮区 境 1.37

中央区・大宮区 境 さいたまふじみ野所沢線 1.35

一般国道 

１７号 

大宮区・西区 境 さいたま春日部線 

さいたま市中央区円阿

弥７丁目７番地１１先 
1.40

 

○将来道路ネットワーク 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

広域的な移動に資する自動車専用道路

広域的な移動に資する一般道路

核都市広域幹線道路（構想）

春日部

越谷

東京所沢

川越

要望区間

東北自動車道

国道17号BP

「さいたまSMARTプラン」

〔担当：建設局土木部道路計画課長 濱田 耕栄 ℡０４８－８２９－１４９４〕

要望区間
首都高速埼玉新都心線 

首都高速埼玉大宮線 

上尾道路 
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１３．河川防災ステーション・さいたま築堤の早期整備 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１．河川防災ステーションの整備に早期に着手すること 

２．さいたま築堤の整備について、引き続き推進すること 

 

【背景・理由】 
・ 高規格堤防事業は、平成２２年、政府の行政刷新会議が事業仕分けの中で、

完成までに多くの費用と時間を要することなどを理由として、一旦廃止と

判定した。この高規格堤防事業の廃止に伴う影響から、本市内で計画され

ていた河川防災ステーションについても事業が凍結され、未だに着手され

ておらず、本市が当該河川防災ステーションの整備に併せて、計画してい

る洪水等発生時の河川管理施設保全活動拠点や震災等の災害時の緊急復

旧活動拠点とする「（仮称）さいたま市水防センター」の整備にも影響が

でているところである。 

・ 河川防災ステーションは、市民を洪水などの水害から未然に防ぐためだけ

ではなく、緊急用河川敷道路を活用することで、震災等の復旧時に重要な

役割を果たす拠点である。また、当該地区は、ＤＩＤ地区が至近であるこ

とや、首都直下型地震の切迫性も高いことを踏まえれば、当地区へ高規格

堤防と同等の規格となる河川防災ステーションの整備は急務である。 

・ 洪水等の発生を未然に防ぎ、市民の安全を守るため、河川防災ステーショ

ン、緊急用河川敷道路の整備を早期に着手するよう要望する。 

・ また、さいたま築堤の整備については、これまでも整備を進めていること

は認識しているが、昨年の東日本大震災では多くの堤防において沈下やク

ラック等の被害が報告されていることもあり、今後、より一層整備を推進

することを要望する。 

 

 

 

 

 

 

新規
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【参考】 
 

◇位置 

 

◇現地写真 

 
 

 

 

〔担当：建設局土木部河川課長 飯野 卓 ℡０４８－８２９－１５８２〕
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１４．駅のバリアフリー化等に対する支援の強化 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

駅のバリアフリー化等に対する支援の強化を図ること 

 

【背景・理由】 
・ 本市では、高齢者や障害者の自立した日常生活や社会参加の機会を確保す

るため、移動の手段である公共交通機関等のバリアフリー化を進め、利便

性や安全性を高めることは喫緊の課題であるとの認識の下、鉄道駅を中心

とした徒歩圏内のバリアフリー化を進めている。 
・ 平成２３年３月３１日に「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関

する法律」に基づく「移動等円滑化の促進に関する基本方針」を改正し、

平成３２年度末までに１日平均利用者数３，０００人以上の鉄軌道駅を原

則として、全てバリアフリー化することなど移動等円滑化に取り組んでい

ることは評価できる。 
・ しかしながら、バリアフリー施設の未設置駅を所有する事業者の現状を鑑

みると、経営的に厳しい事業者もあり、今後、バリアフリー化を促進して

いくためには、こういった事業者に対する支援を強化することが必要であ

ることから、地域公共交通バリア解消促進等事業の補助率を現状の３分の

１から２分の１に引き上げることを要望する。 
【参考】 

 

新規
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【参考】 
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〔担当：都市局都市計画部都市交通課長 伊藤 守人 ℡０４８－８２９－１０５４〕
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１５．市街地整備事業に対する支援 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 市街地整備事業に係る国庫補助金を確保すること 

２ 土地区画整理事業における土壌汚染対策費を補助対象と

すること 

 

【背景・理由】 
・ 土地区画整理事業や市街地再開発事業などの市街地整備事業は、都市基盤

が脆弱で利用価値の低い街区や防災上危険な密集市街地などの都市基盤

整備、街区の再編などを行うとともに、さまざまな都市機能の集積を進め

ることで、良質な市街地を整備する重要な事業である。 

・ 現在、本市では市街地再開発事業では３地区、土地区画整理事業では２６

地区が事業中であり、本市のまちづくりにおいて、重要な位置付けである。

・ これらの事業には、既に多くの補助金を導入し、事業を推進していること

から、今後も着実な事業推進を図り、早期に事業を完成させることが、長

期的な視点からは事業費の削減につながるものであると考えられる。 

・ そのため、国においては事業の推進に向けて必要な財源を確保し、財政支

援をするよう要望する。 

・ また、土壌汚染対策法が平成２２年に改正され、３，０００㎡以上の土地

を形質変更する際は、土地を形成変更する者が土壌汚染対策法および条例

に基づき事前の届出が必要となったが、土壌汚染の恐れがあると判断され

た場合は、土地所有者が土壌調査を行い、土壌汚染が発見された場合は、

土壌汚染対策に係る調査及び処理費用は、原因者又は土地所有者の負担と

されている。 

・ しかし、原因者不明等の場合、市街地再開発事業においては、土壌汚染対

策費に対する国庫補助が認められているが、同種の面的整備である土地区

画整理事業では認められておらず、事業推進のため施行者が費用負担せざ

るを得ないのが実情であるため、市街地再開発事業と同様な補助制度とし

て早期に補助対象とすることを要望する。 
 
 

 

新規

-30-



【参考】 
 

◇本市の市街地整備事業の状況  

 

 

 

◇平成２５年度 国庫補助金及び交付金要望予定地区           

  

 

 

 

 

 

市街地整備事業に係る国庫補助金内示状況

3,397
3,681
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内示率

 
 

 

 

 

 

○土地区画整理事業 １７地区 

・公共団体施行    ６地区 

・組合施行      ９地区 

・都市再生機構施行  ２地区 

○市街地再開発事業  ３地区 

・組合施行      ２地区 

・都市再生機構施行  １地区 

土地区画整理事業 ２６地区 市街地再開発事業 ３地区 

〔担当：都市局まちづくり推進部市街地整備課長 土取 均 ℡０４８－８２９－１４６６〕
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１６．見沼田圃の保全と活用に向けた支援 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

緑地・治水・景観等の多面的な機能を有する農地の保全と活

用を目的とする制度を創設すること 

 

【背景・理由】 
・ さいたま市の中央部に広がる見沼田圃は、約１，２６０ｈａと市域の約

５％を占め、農地、斜面林、河川等が一体となって醸し出す良好な田園

風景を残した首都圏に数少ない大規模緑地空間であり、緑地機能・治水

機能・景観機能を持った水とみどりのネットワークを形成している。 
・ また、見沼田圃は、「首都圏の都市環境インフラのグランドデザイン」の

実現に向けた事業手法検討モデル地域として選定されており、首都圏に

おいても重要な緑地と考えられる。 
・ 一方、見沼田圃の大半を占める農地では、農業従事者の高齢化・後継者

不足により、耕作放棄され荒地化した土地が、平成９年の７５ｈａから、

平成１９年度では８３．５ｈａと、約９ｈａ増加し、緑地機能、治水機

能や田園景観が失われつつある。 
・ こうした状況の中、本市では、平成１９年には「緑の基本計画」を改定、

平成２２年度に「さいたま市見沼田圃基本計画」を策定し、荒地等の活

用、管理を進めていくための方針を定めたところであるが、農地の利活

用には農地法をはじめ、各種法規制により、一定の制限があり、耕作放

棄等により荒地化した農地の利活用が課題となっている。 
・ そこで、見沼田圃地域に含まれている見沼代用水沿いの斜面林から一体

となった緑地機能や治水機能を有する水田等の農地を保存すべき緑地と

みなし、農地の多面的な機能を維持し、首都圏有数の大規模緑地空間を

保全できるよう、現行の特別緑地制度・近郊緑地制度の条件を見直し、

見沼田圃地域を近郊緑地保全区域などの指定を受けることできる制度拡

充や新たな制度の創設を要望する。 
 

 

 

 

新規重点

-32-



【参考】 
 

           
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

〔担当：都市局都市計画部みどり推進課長 河本 稔 ℡０４８－８２９－１４１０〕

◇見沼田圃の現状 

見沼田圃の原風景を残す代表的な地区である「加田

屋西地区（加田屋新田）」においても、荒地は増加傾向

にあり、平成９年には見られなかった荒地が増加し、

平成１９年度には、１２％となっている。 

※赤破線部分は、荒地化の進行や農地改良により、

水田が減少した地域 

表示 内容 

 田 

 畑 

 

表示 内容 

 田 

 畑 

 荒地 
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１７．都市公園の整備促進に向けた制度拡充 

〔国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

借地公園を交付対象事業とする要件を復活させること 

【背景・理由】 
・ 都市部における都市公園をはじめとする緑とオープンスペースの確保は、

市民の生活に潤いや安らぎを与えるだけではなく、ヒートアイランド現象

の抑制効果や地球温暖化の防止、生物多様性の保全、都市の低炭素化の促

進、災害時の救援復興の活動拠点や避難場所としての活用など、緑とオー

プンスペースのもつ公益的機能は多岐に渡っている。 

・ 今後、発生が予測されている首都直下型地震などを踏まえると、より一層、

早期に着実に整備することが求められおり、本市も積極的に都市公園整備

事業を進めてきているところである。 

・ しかし、都市公園の整備には用地取得等に多額の費用を要し、安定した財

源の確保は難しいため、本市においては、民有地等を活用した借地公園制

度を積極的に取入れている。 

・ 現行制度において、借地公園は補助事業の対象外であるため、平成２３年

度までの時限措置となっていた市民緑地等整備事業の借地公園を対象と

する要件を復活するよう要望する。 

 

【参考】 

 
 

〔担当：都市局都市計画部都市公園課長 松本 行夫 ℡０４８－８２９－１４１６〕

新規
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１８．緑地を保全する制度の拡充 
〔財務省・国土交通省〕 

【提案・要望事項】 

１ 緑地を保全するため、相続税の納税猶予制度の創設や評価

減の拡充など、税負担の軽減措置を拡充すること 

２ 緑地の取得に対する財政支援策を拡充すること 

３ 大都市圏制度を見直すに当たり、近郊緑地保全制度を存続

すること 

 

【背景・理由】 

・ 緑は、ヒートアイランド現象などの緩和や水源のかん養、地球温暖化の防

止、生物多様性の保全、良好な景観あるいは地震・土砂災害等に対する防

災などの都市環境を改善する効果があることから、緑を保全するととも

に、中心市街地では新たな緑を創出していく必要がある。 

・ こうしたことから、さいたま市では、身近な緑を増やす「みどり倍増プロ

ジェクト」を実施するなど、地球環境への負荷の軽減及び低炭素型都市づ

くりを進め、環境先進都市を目指している。 

・ 本市では、土地所有者の相続に伴い、高額な相続税の納付等のため、緑地

を売却しなくてはならない状況が多々発生しており、緑地減少の大きな要

因の一つとなっている。 

・ そこで、緑地の持つ公益的機能確保の観点から、都市緑地法に基づく「特

別緑地保全地区」などの緑地について、相続税の納税猶予制度の創設、評

価減の拡充などにより地権者が緑地を持ち続けられるよう、税負担の軽減

措置を講ずることを要望する。 

・ また、緊急に保全が必要となる緑地の用地取得について、財政支援策を拡

充することを要望する。 

・ 市内を流れる荒川は、広大な河川空間であるとともに首都圏における重要

な緑地として「近郊緑地保全区域」に指定され、当市を代表する広域的な

緑地となっている。しかし、こうした緑地を保全するための有効な手法で

ある首都圏の近郊緑地保全制度が、大都市圏制度の見直しに伴い、廃止と
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なるのではと危惧している。 

・ そこで、これまでの近郊緑地保全区域の指定による取組などを踏まえ、引

き続き、法に基づく広域的な緑地の保全を積極的に推進するため、首都圏

の近郊緑地保全制度を存続させることを要望する。 

 

【参考】 

◆現状 
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●町丁目別緑被率  ※緑被現況調査より 

 

●緑地の推移    ※面積は、固定資産概要調書調べ 

ha 

6,029

4,324 4,275 4,222 

6,408 6,325 6,262 6,201 6,134

１０％未満 

１０％以上～２０％未満

２０％以上～４０％未満

４０％以上～６０％未満

６０％以上～８０％未満

８０％以上 （平成２１年８月・９月に撮影した航空写真の判読による）

6,082
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・都市公園は、整備を推進し着実に面積が増加しているが、緑地全体としては毎年 

約６０ヘクタールの緑地が失われている。 

◆要望 

●相続税の軽減措置の拡充について 

名  称 相続税 所得税（買取りの場合） 納税猶予 

特別緑地保全地区 

・延納利子税の軽減（４．２％） 

・林地で林業を営んでいない場合

８割控除 

・管理協定の締結された土地につ

いて更に評価額２割控除 

譲渡所得の特別控除 

２，０００万円 
なし 

市民緑地 
契約期間２０年以上のとき 

評価額２割控除 
なし なし 

●緑地の取得に対する財政支援策を拡充すること 

 緊急に保全が必要となる緑地の用地取得について、財政支援策を拡充

する 

 

●大都市圏制度を見直すに当たり、近郊緑地保全制度を存続すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「河川沿いに緑の軸」をつくる（荒川） 「エコアイランド」をつくる 
（荒川近郊緑地保全区域・見沼田圃） 

「首都圏の緑の回廊」をつくる 

○広域的な緑のネットワークの将来像

〔担当：都市局都市計画部みどり推進課長 河本 稔 ℡０４８－８２９－１４１０〕
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１９．総合特区（次世代自動車・スマートエネルギー特区） 
の支援措置の充実 

〔内閣官房・経済産業省・国土交通省・環境省・警察庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 総合特区に関する規制について、速やかに特例措置を講じ

るとともに、税制上、財政上、金融上の支援措置についても、

更なる拡充を図ること 

２ E-KIZUNA サミットからの提言の内容について早期実現を

図ること 

 

【背景・理由】 
・ 運輸部門のＣＯ2排出量が約３割を占めるさいたま市では、地球温暖化問

題における運輸部門対策として電気自動車（ＥＶ）の普及が最も有効な手

段の１つと考え、平成２１年度からＥＶの普及を推進するためのプロジェ

クトとして「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ」を推進し、平成２２年

度には２２自治体首脳参加による「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミット」を開催し、

提言を取りまとめたところである。 

・ 日本の基幹産業である自動車産業は、重層的かつ裾野が広く、製造・販売・

整備など多くの関連企業があり、多くの雇用にも繋がっていることから、

これからの自動車産業を担う次世代自動車の普及は、東日本大震災により

痛手を受けた日本経済の復興にも資するものと考えられる。 

・ 東日本大震災後の電力不足が懸念される中、エネルギーセキュリティーの

取組が必要不可欠であるが、さいたま市が国の地域指定を受けた「次世代

自動車・スマートエネルギー特区」は、低炭素型社会の構築のみならず、

災害に強い「エネルギーグリッド」の構築を目指している。 

・ 本市では、「スマートホーム推進・創って減らす」機器設置補助の事業に

より、率先的に家庭用蓄電池をはじめ、コージェネレーションシステム、

省エネルギー機器などの普及に努めているところである。 

重点
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１ 特区の特例制度等の仕組みづくりと支援措置の充実 

・ さいたま市が国の地域指定を受けた「次世代自動車・スマートエネルギー

特区」は、低炭素型社会の構築のみならず、災害に強い「エネルギーグリ

ッド」の構築を目指すなど、東日本大震災後のエネルギー政策にも深く寄

与するものである。 

 (1)「次世代自動車・スマートエネルギー特区」を推進する上で、下記のよ

うな税制上、財政上、金融上の支援措置を図るよう要望する。 

◆中小企業における充電設備の設置促進を図るための低利融資 

◆常用家庭用蓄電池、停電対応型常用家庭用発電機・燃料電池の設置補助

◆常用業務用蓄電池、常用停電対応型業務用発電機・燃料電池の設置に対

する無利子又は低利融資 

◆業務用スマートメーター設置に対する無利子又は低利融資 

◆業務用施設への太陽光発電設備設置に対する無利子又は低利融資 

◆ＥＶ充電設備設置に係る固定資産税の減免措置の復活 

◆水素・可燃性天然ガスの充填設備に係る固定資産税の減免措置の延長（現

行制度は平成２３年度まで） 

・なお、本市は、平成２３年７月より、全国の自治体に先駆け、家庭用蓄

電池の補助を始めている他、太陽光発電やコージェネレーションなど省

エネに効果がある機器を設置する市民への補助制度を実施している。 

・また、発電機・燃料電池の使用、売電等に関する特例措置の創設やＥＶ

の専用ナンバー制度等の管理体系の創設、天然ガス・水素の充填施設等

に係る規制緩和等についても、速やかな対応を要望する。 

 

(2) 定置型蓄電池の導入促進に必要な仕組みづくり 

・太陽光発電など、再生可能エネルギーの弱点である不安定さを補え、負

荷の平準化や系統の負担軽減にも寄与する蓄電池は、早期の普及が必須

となっている。しかし、家庭用などの定置型蓄電池については、規格や

安全基準が定まっていないため、製品の信頼性が担保されていない。 

・「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」

により、住宅用太陽光発電を含め、事業者に一定期間の全量固定価格買

取を義務付ける内容となっている。大規模に不安定電源を系統連系する

ことによる、系統の周波数や電圧の変動など品質の低下を防ぐためにも、

蓄電池を活用した安定供給が必須であると考えるが、現在は蓄電池から

逆潮流は電力会社が認めていないため、普及の妨げとなっている。蓄電

池を、市民が安心して進んで設置できるよう、規格や安全基準の早期制

定と、系統連系を可能とする仕組みづくりを要望する。 
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○蓄電池の利用イメージ 

 
 

(3) 全量買取制度の構築に当たって格差を生むことのないよう、エネルギー

に関しても新しい公共の「自助」と「共助」の考えに基づき、つくった電気

を数軒から数十軒単位で融通し合い、災害等による停電時にも、地域が自立

してライフラインの復旧まで、安全・安心に生活できる仕組みづくりを「公

助」として要望する。 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○現在の買取制度 

家庭で作られた電力のうち自宅で使わないで余った電力を、１キ

ロワット時当たり４２円で１０年間電力会社に売ることができる。

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：資源エネルギー庁 HP
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２ 「動く蓄電池」としても有効なＥＶの早期普及のため、「Ｅ－ＫＩＺＵＮ

Ａサミット」参加２２自治体首脳総意による提言の早期実施 

・本市の特区提案では、ＥＶなどの次世代自動車や、多様なモビリティが

ベストミックスな状態で共存することが、低炭素化のみならず災害時な

どの移動・輸送手段の確保に必須であると考え、特にＥＶは「動く蓄電

池」としての活用について、「Ｅ－ＫＩＺＵＮＡ Ｐｒｏｊｅｃｔ協定」

を締結し普及を協働して進めているメーカー各社に、以前から直接働き

かけてきた。 

・また、同時にＥＶの普及は本市単独で進めるのではなく、多くの都市や

企業と連携して進めることが大切であるとの認識のもと、本市主催で

２２自治体首脳や１２の企業首脳によるサミット・フォーラムを開催し、

情報や意見を共有し我が国の成長戦略の一翼を担う、国を挙げた取組と

することを目指している。 

・サミットからは、参加全自治体首脳の総意としての提言を国に対して

これまで２回行っており、提言内容の早期実現を要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) ＥＶユーザーに対するインセンティブの付与 

・高速道路など、自動車専用道路における通行料金の時限的減免や、サー

ビスエリア（ＳＡ）・パーキングエリア（ＰＡ）等の休憩施設における「充

電可能なＥＶ専用駐車枠」の確保など、ＥＶユーザーにインセンティブ

を付与することを要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

平成22年４月26日 「第１回Ｅ－ＫＩＺＵＮＡフォーラムｉｎさいたま」参加首脳 
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(2) 充電設備の整備とわかりやすい表示の促進 

・「第１回Ｅ－ＫＩＺＵＮＡサミット」参加２０自治体は、普通充電器の面

的整備や、主要道路の周辺施設へ急速充電器の整備など、率先して「充

電セーフティネット」の構築に努めているが、国においても、国が所管

する自動車専用道路への急速充電器の整備や急速充電器の「ＣＨＡdeＭ

Ｏ（チャデモ）規格」の国際的な共通化に向けた取組の支援、また、

ドライバーに認識しやすい案内表示の設置を促進することを要望する。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) ＥＶに関する調査・研究、実証実験等の知見の集積と提供 

・現在、官民が独自に行っているＥＶに関する研究や実験の成果は、各々

が個別に保有している状況にある。ＥＶやＥＶに関連する技術情報、知

見等については、国家的な産業育成や雇用醸成の視点に基づき、国で一

元的に収集し、必要に応じて特許権等の買い上げも含め、権利関係を整

理した上で、国の知的財産として国内企業に無償提供するシステムを構

築することを要望する。 

 

(4) 電気モーター・電池式移動手段に対する専用ナンバーと分かりやすい仕

組みの創設 

・排気のないＥＶなどは排気量による区分に適さず、今後は、超小型電動

モビリティなども増加することが想定されている。「電気モーター（電動

機）で駆動する電池式の移動手段」を新たなカテゴリーに分類、専用ナ

ンバーを創設し、誰からも税制、車両検査、交通法規等の適用がわかり

やすい仕組みにすることを要望する。 

 

 

 

 

 

↑ あいちＥＶ・ＰＨＶ 
普及ネットワーク 

さいたま市から自治体や企業と連携して進める「充

電セーフティネット」の表示（今後、充電能力表示

を追加予定） 

← 東京電力株式会社「ＣＨＡＲＧＩＮＧ ＰＯＩＮＴ」
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(5) 公共交通へのＥＶ導入の促進 

・走行距離が長いバスやタクシーなどの公共交通は、環境負荷低減効果も

大きいことから、公共交通事業者への継続的・積極的な導入支援を要望

する。 

 

 

〔担当：環境局環境共生部環境未来都市推進課長 土屋 愛自 ℡０４８－８２９－１４５５〕
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２０．再生可能エネルギーの固定買取制度の対象拡充 

〔経済産業省〕 

【提案・要望事項】 

再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度に、既

存施設も対象とすること 

 

【背景・理由】 
・ 現在、国において再生可能エネルギーの普及・拡大を目的として「再生

可能エネルギーの固定買取制度」を平成２４年 7 月から開始することと

しているが、制度の対象は新規施設のみとなっており、既存施設は対象

外とされている。 

・ 本市においては、廃棄物発電を導入しているが、これまでの実績からも

安定した電力供給が可能である。また、地方自治体の努力により先行し

て導入を進めてきたものであることから、既存施設についても固定価格

買取制度の対象とするよう要望する。 

【参考】 

 

 

発電設備等の維持管理費 

安

定

し

た

電

力

供

給

維

持

〔担当：環境局施設部環境施設課長 堀内 二郎 ℡０４８－８２９－１３３９〕

固

定

価

格

制

度

よ

る

支

援 

既存施設から安定した電力供給に向けて 

老朽化対策への経費 

支援 効果

新規
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２１．循環型社会の構築に向けて 

〔経済産業省・環境省〕 

【提案・要望事項】 

１ 循環型社会の構築推進 

  適正処理困難物について、製造業者等による自主回収及

び処理についての法的な義務付けを行うこと 

  家電リサイクルの円滑な推進を図るため、製造業者等に

よる自主回収ルートの確立、リサイクル料金の前払い方式

への変更、指定品目の拡大等、円滑なリサイクルルートの

構築を目指した法整備を行うこと 

２ 旧廃棄物処理施設解体工事の補助金について 

跡地への廃棄物処理施設の整備を伴わない旧廃棄物焼却施

設の解体工事に補助金を交付すること 

３ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

ＰＣＢ廃棄物の適正かつ確実な処理を促進するため、現行

の拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設の処理体制を強化するとと

もに、当該処理施設において受け入れていない微量ＰＣＢ廃

棄物や漏えい物等についても早期に処理体制を整備するこ

と 

 

【背景・理由】 
１ 循環型社会の構築推進 

・循環型社会の構築に向け、循環型社会形成推進基本法が平成１２年に施行

されたほか、容器包装リサイクル法、資源有効利用促進法、家電リサイク

ル法等の諸法が施行されている。しかしながら、地方自治体と事業者の適

正な責任分担が明確にされていない等、多くの課題が残されたままとなっ

ている。 
・特に、スプリング入りマットレス等の適正処理困難物については、製造業

者による適正処理ルートが確立されていないため、収集・処理に関しては

全て市の負担となっているほか、不法投棄された家電リサイクル法指定品

目の回収及び処理費用についても、製造業者による回収ルートが確立され
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ていないため、全て市の負担となっている。 
・また、家電リサイクル法については、指定引取場所の共有化やリサイクル

料金の値下げなど、一定の改善が図られたものの、要望を十分に反映した

内容であるとは言い難い。 
・ついては、循環型社会形成推進基本法の趣旨に基づき、事業者についても

応分の責任分担を求める拡大生産者責任を踏まえた上で、３Ｒ（リデュー

ス・リユース・リサイクル）を更に推進すべく、地方自治体、事業者、国

民の適正な負担を定めた法体系の整備を要望する。 

２ 旧廃棄物処理施設解体工事の補助金について 

・廃棄物処理施設等の整備事業を円滑に推進するための、循環型社会形成推

進交付金制度では、跡地への廃棄物処理施設の整備を伴わない廃棄物焼却

施設の解体工事には、補助金の対象外とされている。 

・そのため、現在、さいたま市には廃止した焼却施設が１施設あるほか、新

たに建設している「新クリーンセンター」竣工後には、あと２施設の廃止

が予定されている。当該施設にはダイオキシン類の存在が考えられ、今後

順次解体を予定するなか、補助金の交付対象外となっている。 

・しかし、解体工事を行うに当たっては、周辺住民の理解のもと、ダイオキ

シン対策を講じながら行う必要があることから、それにかかる費用も多額

となり、自治体の財政負担は大変大きいものとなる。 

・負の遺産ともいえる、ダイオキシン類の残存する施設を廃止後は、速やか

に解体撤去する必要があるので、跡地の利用方法に関らず補助金交付の対

象とするよう要望する。 

３ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

・ＰＣＢ特別措置法において、ＰＣＢ廃棄物を所有者が平成２８年７月まで

に処理することが義務付けられているが、現状ではその処理が遅れており、

期間内の完了が危ぶまれている。 
・このため、国において、拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設について、稼働率の

向上、設備の増強等により、期間内の適正な処理に向けて処理体制を強化

する必要がある。 
・また、拠点的ＰＣＢ廃棄物処理施設において受け入れていない微量ＰＣＢ

廃棄物等については、国及び協力施設において実施している焼却実証試験

の結果を還元し、早急にその処理体制を整備するよう要望する。特に、Ｐ

ＣＢが漏えいしている機器等については、緊急に処理されるべきであるた

め、一刻も早い処理体制を構築すべきである。  
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【参考】 

１ 循環型社会の構築推進 

○循環型社会形成推進基本法について 

循環型社会形成推進基本法第４条において、国・地方公共団体・事業者・

国民の適切な役割分担、及び公平な費用負担が定められているほか、事業者

の責務が以下のとおり規定されているが、実際には、廃棄された製品及び不

法投棄された製品については、ほとんどが自治体負担による回収、処理とな

っている。 

・循環資源（廃棄物等のうち有用なもの）を自らの責任で適正に処分 

（排出者責任） 

・製品、容器等の設計の工夫、引き取り、循環的な利用等 

（拡大生産者責任） 

○家電リサイクル法の改正について 

家電リサイクル法については、同法附則の見直し規定に基づき、平成１８

年６月より、中央環境審議会・産業構造審議会の合同会合にて、法施行状況

の評価・検討が行われた結果、平成２０年２月に、「家電リサイクル制度の施

行状況の評価・検討に関する報告書」が環境大臣に意見具申された。当該報

告書の内容を踏まえ、現在は一定の改善が図られている。 

【主な改正点】 

・主要製造業者において、平成２０年１１月 1 日より、家庭用エアコン、ブ

ラウン管式テレビ、電気冷蔵庫・電気冷凍庫について、サイズ等の大小に

よるリサイクル料金の値下げを行い、平成２１年１０月からは、指定引取

場所の共有化を全国で開始した。 

・製造業者によってＡ・Ｂの２グループに分かれていた指定引取場所につい

て、排出者及び小売業者の利便性の向上のため、段階的に両グループの共

有化を実施した。 

・不法投棄対策に積極的な市町村、及び収集運搬の効率化に努力している離

島に対し、（財）家電製品協会が、監視、処理及び収集運搬について、資金

面を含めた協力体制を構築した。（当初、平成２１年度から３年間の時限装

置であったが、２６年度まで延長） 

※平成２０年の見直しでは、リサイクル料金の前払い制への変更、指定引

取場所の増加、製造業者等による不法投棄物の回収ルート構築の義務付

けは実現していない。 

 

○廃棄物処理法における適正処理困難物の規定 

廃棄物の処理及び清掃に関する法律（廃棄物処理法）第６条の３において、

適正処理困難物の適正処理を補完するために、製造、加工、販売等を行う事

業者に対して必要な協力を求めることができる旨が規定されている。現在、
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適正処理困難物に指定されている品目は以下のとおりである。 

①廃ゴムタイヤ（自動車用） 

②廃テレビ受像機（２５型以上） 

③廃電気冷蔵庫（２５０リットル以上） 

④廃スプリングマットレス 

 

２ 旧廃棄物処理施設解体工事の補助金について 

【停止状況】 

・クリーンセンター与野    ：廃止年月日 平成１４年４月１０日 

・クリーンセンター大崎第一工場：停止予定  平成２７年３月３１日 

・岩槻環境センター焼却施設  ：停止予定  平成２７年３月３１日 

【問題点】 

・施設の機器内はもとより、敷地内の土壌からもダイオキシン類の汚染状

態が発覚し、汚染土壌対策工事を行う事例が増えている。 

３ ＰＣＢ廃棄物の適正処理の推進 

【ＰＣＢ廃棄物の届出・保管状況】 
 

 

 

 ＰＣＢ廃棄物保管状況届出件数   ＰＣＢ廃棄物種類別保管状況 
区 分 届出件数 

既存届出事業所 ４６４

新規届出事業所 １５

合  計 ４７９

 

【ＰＣＢ廃棄物の届出状況推移】 

ＰＣＢ廃棄物保管状況届出件数経年推移

269

423

477 463 479463
435

339301
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14年度 15年度 16年度 17年度 18年度 19年度 20年度 21年度 22年度

件

 

Ｈ２２年度ＰＣＢ廃棄物保管状況届出件数  ４７９件 

種 類 数 量 (個) 

トランス ２２８

コンデンサ ６，７４６

安定器 ３５，１７２
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【ＰＣＢ廃棄物の適正な処理に関する課題と要望】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業者 国 

保管等の届出（第8条関係） 

 毎年度、都道府県知事へ保管量等
を届け出なければならない。 

反映 

期間内の処分（第10条関係） 

 政令で定める期間（平成28年7月まで）

に処分するか又は処分を委託しなけれ

ばならない。 

 

■課題 

・ＰＣＢ廃棄物の処理の遅れ 
・微量ＰＣＢ廃棄物等の処理体制が不十分

ＰＣＢ廃棄物処理基本計画及び処

理計画の策定（第6条、第7条関係）

 環境大臣はＰＣＢ廃棄物処理基

本計画を策定。 

 都道府県、政令市は国の基本計画

に即してＰＣＢ廃棄物処理計画

を策定。 

 

■要望事項 

・ＰＣＢ廃棄物の処理体制の強化 

・微量ＰＣＢ廃棄物等の処理体制の
早期整備 

確 実 な 処 分 

日本環境安全事業株式会社（JESCO）は

国が定めるPCB処理基本計画に従い、処

理事業基本計画を定める。 

微量PCB廃棄物の無害化処理 

P C B 廃 棄 物 の 確 実 か つ 適 正 な 処 理 の 確 保

【担当】 

１ 環境局資源循環推進部資源循環政策課長  澤田 伸生 ℡０４８－８２９－１３３３ 

２ 環境局施設部環境施設課長        堀内 二郎 ℡０４８－８２９－１３３９ 

３ 環境局資源循環推進部産業廃棄物指導課長 武井  誠 ℡０４８－８２９－１６０５ 
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２２．補償金免除繰上償還制度の拡充 

〔総務省・財務省〕 

【提案・要望事項】 

１ 企業債の金利負担を軽減し、下水道事業の健全化を図るた

め、補償金免除繰上償還制度を延長すること 

２ 将来負担比率及び公営企業資本費の要件を緩和すること 

 

【背景・理由】 
・ 本市では、集中豪雨による浸水被害の軽減や市民が快適な生活を送るこ

とができる活力ある都市づくりを目指し、平成２４年度末までに下水道

普及率９０％を達成するため、下水道整備を積極的に推進しているとこ

ろであるが、過去に建設事業費の財源として借り入れた企業債の金利負

担が下水道事業経営を圧迫している。 

・ 下水道事業の健全化を図るためには、更なる企業債の金利負担の軽減を

図る必要があることから、平成２４年度に終了する予定の補償金免除繰

上償還制度を延長するとともに、将来負担比率及び公営企業資本費の要

件についても緩和することを要望する。 

 

【参考】 
 

 

※平成２３年度末の企業債残高は、
約１，８０３億円である。 

 

 

 

 
※金利５％以上６％未満の企業債

が補償金免除繰上償還の対象と

なった場合、約１２億円の支払利

息の節減が見込まれる。 

 

0

5

10

15

20

借換前 借換後

（単位：億円） 借換えによる企業債利息比較

約１７億

約５億円

平成２３年度末企業債残高

金利５％未満

金利５％以上６％未満

約84億円

約1,719億円

約1,803億円

〔担当：建設局下水道部下水道財務課長 榎本 利彦 ℡０４８－８２９－１８７４〕
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・ 



 

 
 

福祉・医療・保健・子育て 

 
 



 

２３．行政情報の無い要支援者の早期発見 

〔内閣府・厚生労働省・経済産業省・消費者庁〕 

【提案・要望事項】 

１ 生命の危険が予見される場合において、ライフライン事業

者による自治体への通報は個人情報保護法において本人同

意なしに第三者への提供が認められるケースに該当するこ

とをガイドライン上に明記し、民間事業者が自治体への通報

をしやすくする環境づくりを行うこと 

 

２ 料金の滞納等、生活困窮が疑われる事例における自治体へ

の通報について、具体的事例の収集・分析等を通じて、個人

情報保護上の取扱いを明確にすること 

 

【背景・理由】 
・ 平成２４年２月２０日、さいたま市北区内で電気、ガスが止められた状態

で、親子３人が遺体で発見される事案が発生した。当該世帯は、本市に住

民登録がなく、生活保護の相談などもなかったことから、行政として世帯

の情報は全く無く、また、地域住民との接触もほとんど無く、孤立した状

況にあった。 

・ 本市では、このように周囲から孤立した状況の世帯を、早期に発見・把握

するための対策を検討する対策検討会議を２月２７日に立ち上げ、３月

２８日に中間報告書をまとめたところである。 

・ 要支援者を早期に把握して支援するためには、行政や地域住民のみなら

ず、電気やガス等ライフライン事業者等と連携した連絡体制を構築するこ

とが必要であるが、ライフライン事業者等からの情報提供は、個人情報保

護法がネックとなり、事業を目的として集めた個人情報を提供することに

壁が生じている。 

・ 個人情報保護法では、人の生命等の保護のために必要がある場合は、本人

同意なしに第三者に情報を提供できるものとしており、この取扱いについ

ては厚生労働省も５月１１日付で再度の自治体向け通知を出していると

ころであるが、具体的な適用除外の基準が明確化されておらず、このこと

が情報提供の判断基準につながらず、行政への通報を躊躇している状況に

ある。 

新規重点
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・ このため、適用除外になる具体的な事例をガイドラインに明記し、ライフ

ライン事業者等が行政に対し通報しやすい仕組を早急に構築することを

要望する。 

・ また、ライフライン事業者等は、市町村の区域を超える広域的な事業を行

う事業者が多く、個々の自治体で情報提供の調整をするには事業者毎の取

扱いや解釈が異なることが考えられるため、国の責任において、統一的な

連携･協力体制が講じられるよう、強く要望するものである。 

 

【参考】 
   

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：保健福祉局福祉部福祉総務課長 藤原 陽一郎 ℡０４８－８２９－１２５３〕
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２４．生活保護制度の再構築 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 昭和２５年の制度創設以来、抜本的な改革が行われていな

い生活保護制度を時代に即した制度に再構築すること 

２ 生活保護は、本来、国の責任で実施すべきものであり、そ

の経費全額を国庫負担とすること。それまでの間は、生活保

護費・人件費等の地方負担の急増に対して、緊急的に財政措

置を講じること 

３ 生活保護受給者の就労・自立支援を推進するため、就労・

自立支援対策の拡充及び計画的に対策を実施するために必

要な財源を確保すること 

４ 求職者支援制度など、生活保護に陥らないようにするため

の施策（第二のセーフティネット）を実効性のある制度に見

直すこと 

５ いわゆる「貧困ビジネス」を排除するため法的位置付けの

ない施設及び無料低額宿泊所へ法規制を行う等、生活保護制

度の適正実施に向けた取組を強化すること 

６ 生活保護を適正に実施するため、福祉事務所の調査権を強

化すること 

 

【背景・理由】 
・ 現行の生活保護制度は、昭和２５年の制度創設以来、抜本的な制度改革が

行われておらず、近年の社会経済構造の大きな変化に対応していないな

ど、制度自体に無理が生じているため、制度そのものを再構築し、時代に

即した制度とする必要がある。 

・ また、本来、生活保護制度は、国民の最低生活の保障というナショナルミ

ニマムとして国の責任で実施するものであり、経費も含め、全額国が負担

するべきである。 
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・ さいたま市では、徹底した行財政改革を強力に推進しているところであ

るが、増加する受給者に対応するため、生活保護ケースワーカーの大幅

増員等に努めてきている。 

・ しかしながら、近年の厳しい経済雇用情勢の中で生活保護世帯は類を見

ない増加となり、受給者へ十分な支援が行えないばかりか、生活保護費

の増大が本市財政を圧迫し続けている。 

・ 「生活保護制度に関する国と地方の協議」に係る中間とりまとめにおい

て、費用負担のあり方は中長期的課題としているが、このような地方の

現状を踏まえ、全額国庫負担とするまでの当面の措置として、生活保護

費・人件費等の財政負担の増加に対し、緊急的に財政措置を講じること

を強く要望する。 

・ さいたま市では、国の緊急雇用創出事業臨時特例交付金（以下「基金」

という。）を活用し、各福祉事務所に就労支援員を配置し、生活保護受給

者の就労支援を行っており、今後も就労支援施策の拡充を検討している

が、基金は平成２４年度で終了とされており、来年度以降の就労支援対

策を行う財源が明らかになっていない。厳しい雇用情勢が続く現在の社

会情勢を鑑みれば、引き続き、就労支援対策の計画的実施は必要であり、

国は必要な財源を確保すべきである。 

・ また、「第二のセーフティネット」として、求職者支援制度や住宅手当支

給制度等を実施しているが、生活保護に陥らないための制度としては不

十分であり、本来の目的を果たしているとは言えない。そのため、求職

者支援制度の職業訓練受講給付金の額（月額１０万円）を最低生活費に

見合った金額に引き上げる等の充実や職業訓練による就職実現が期待で

きると判断された者が合理的理由なく訓練申込しない場合等の取扱いの

明確化、訓練が形だけのものとならず、受講者の学習意欲を向上させ、

就職実現へつながるようにする制度に見直すべきである。 

・ 社会福祉法第２条第３項第８号に基づく無料低額宿泊所は、事業開始後

の届出制であるが、さいたま市では届出がされず経営実態が不透明な法

的位置付けのない施設が急増し、居住が不適切な施設であっても実効性

ある指導が困難となっている。そのため、入所者の適正処遇はもとより、

公的扶助である生活保護費の使途について透明性を確保するため、法的

位置付けのない施設等への法規制を早急に行うべきである。 

・ また、過去に被保護者であった者に対する資産及び収入調査の法的根拠

を明確化し福祉事務所の調査権を強化するなど、生活保護を適正に実施

するための取組強化を早急に実施するべきである。 
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【参考】 
 

 ◇年度別生活保護費の状況 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 ◇生活保護世帯の類型別世帯数の推移（各年度４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 当初予算 増加率 決算額 増加率 

18年度 16,842 － 18,399 － 
19年度 16,847 1.000 18,915 1.028 
20年度 18,408 1.093 19,503 1.031 
21年度 18,965 1.030 23,582 1.209 
22年度 23,386 1.233 28,054 1.190 
23年度 28,419 1.215 － － 

  高齢世帯 母子世帯 障害世帯 傷病世帯 その他世帯

19年度 2,974 745 874 1,882 939 

20年度 3,251 751 932 1,868 963 

21年度 3,581 772 1,052 1,815 1,465 

22年度 4,091 843 1,131 1,892 2,653 

23年度 4,535 926 1,307 2,013 3,521 

24年度 5,051 1,006 1,438 2,084 3,989 

※ 保護停止中は含まず    
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◇生活保護者（世帯）の推移 （各年度４月１日） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

◇生活保護制度における最低生活費（さいたま市・１級地－１） 

  単身者（20～40歳） 生活扶助  83,700円 

             住宅扶助   47,700円（限度額） 

            合 計  131,400円  ＞ 職業訓練受講給付金 

（月額10万円） 

 

◇法的位置付けのない施設の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  人員 増加率 世帯数 増加率 保護率 

19年度 10,632   7,416   9.0‰

20年度 11,086 1.043 7,773 1.048 9.3‰

21年度 12,220 1.102 8,696 1.119 10.2‰

22年度 14,819 1.213 10,636 1.223 12.2‰

23年度 17,184 1.160 12,326 1.159 14.0‰

24年度 18,873 1.098 13,610 1.104 15.3‰

 

 

 

 〔担当：保健福祉局福祉部保護課長 谷澤 秀一 ℡０４８－８２９－１８４２〕

ホームレスを対象とした法的位置づけのない施設の推移
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２５．介護保険制度の拡充 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 慢性的な介護人材の不足を解消するため、介護従事者の賃

金を一律に引き上げる介護報酬の改定を行い、介護人材の確

保を図ること 

 

２ 介護保険料の上昇や地方自治体の財政負担の増大を招か

ないよう、調整交付金については別枠化するとともに、公費

負担割合の見直しを行うこと 

 

【背景・理由】 
・ 都市部においては、介護従事者の定着率が低く、従事者を募集しても集

まらないなど慢性的な人材不足の状況となっている。平成２４年度の介

護報酬改定において、介護報酬が１.２％引き上げられ、また、これまで

の介護職員処遇改善交付金相当分として、介護職員処遇改善加算が創設

されるなど、介護従事者の処遇改善について、一定の配慮がなされたと

ころである。 

・ しかし、この介護報酬の引上げは、介護従事者の賃金を一律に引き上げ

るものではないことから、制度を維持していくために必要な人材の確保

が図られるよう、介護報酬改定等による影響について、詳細な調査・分

析を行い、適切な介護報酬を設定することが必要である。 

・ 介護保険制度では、国・県・市が負担する公費負担割合と被保険者が負

担する保険料の負担割合をそれぞれ２分の１としているが、第１号被保

険者の保険料負担は過重になってきており、第６期介護保険事業計画の

策定に向けた制度設計においては、公費負担割合の見直しについて検討

する必要がある。 

・また、国が負担する介護給付費負担金の内の５％に当たる調整交付金は、

後期高齢者の占める割合や所得段階別被保険者の割合に基づき、全国平均

と調整し交付されているが、本市における調整交付金の割合は平成２３年

度で１.７２％であり、調整交付金の減額に伴う不足額は、第１号被保険

者の保険料に上乗せされていることから、国の介護給付費負担金について

は、公費負担割合に基づく国の負担割合を各保険者に交付し、財政支援が

必要な市町村に対しては別枠で支援を行うよう要望する。 
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【参考】 
 

 １ 介護職員の賃金（常勤労働者の男女比、平均年齢、勤続年数及び平均賃金）
 

 

 

 

 

 

 

 

 

平均年齢
(歳)

勤続年数
(年)

きまって支給す
る現金給与額
(千円)

構成比
(%)

平均年齢
(歳)

勤続年数
(年)

きまって支給す
る現金給与額
(千円)

構成比
(%)

平均年齢
(歳)

勤続年数
(年)

きまって支給す
る現金給与額
(千円)

産業計 41.3 11.9 323.0 68.2 42.1 13.3 360.0 31.8 39.6 8.9 243.6
医療業 39.5 8.5 333.2 25.6 39.8 9.0 464.3 74.4 39.4 8.4 288.0

社会保険・社会福祉・介護事業 40.2 7.1 239.2 27.6 38.8 7.4 271.8 72.4 40.7 7.0 226.7
サービス業 43.6 8.6 274.3 69.2 44.6 9.6 301.1 30.8 41.3 6.5 214.3
医師 39.3 4.4 875.0 74.8 40.5 4.6 930.7 25.2 35.8 3.7 709.9
看護師 37.5 7.3 321.9 8.0 36.0 6.4 319.1 92.0 37.6 7.4 322.2
準看護師 45.1 9.9 277.9 9.0 36.4 8.1 273.5 91.0 46.0 10.0 278.3

理学療法士、作業療法士 30.9 4.4 274.2 50.7 31.6 4.5 283.7 49.3 30.1 4.2 264.4
保育士 33.7 7.7 218.6 4.8 30.5 6.3 240.4 95.2 33.8 7.7 217.5

ケアマネジャー 45.3 8.1 262.8 24.4 39.5 8.6 286.1 75.6 47.2 7.9 255.3
ホームヘルパー 44.1 5.6 210.9 17.8 37.0 3.4 221.4 82.2 45.7 6.1 208.6
福祉施設介護員 37.7 5.4 214.5 32.1 34.6 5.6 232.2 67.9 39.2 5.3 206.2

職
種
別

女性男性男女計

産
業
別

 （出所）厚生労働省「平成22賃金構造基本統計調査」 
  

 

 ２ 調整交付金の別枠化 
 

新たな制度

国　調整交付金（5％）

第2号保険料（30％） 第2号保険料（30％） 第2号保険料（29％）

第1号保険料（20％） 第1号保険料（2１％）

国　調整交付金（1.72％）

国　（20％） 国　（20％）

都道府県　（12.5％） 都道府県　（12.5％） 都道府県　（12.5％）

市町村　（12.5％） 市町村　（12.5％） 市町村　（12.5％）

平均的市町村 さいたま市 提案

本市の調整交付金（平成２３年度実績）

第1号保険料（23.28％）

国　調整交付金（5％）

国　（25％）

負担増

 
 

 

 

○勤続年数、平均年齢等の要素の違いがあり、単純な比較はできないが、

①常勤労働者については、介護分野の平均賃金の水準は産業計の平均賃金

と比較して低い傾向にあり、②常勤労働者である介護職員の平均賃金は、

医療福祉分野における他の職種の平均賃金に比較して低い傾向にある。 

○なお、介護職員は、産業計と比較すると、勤続年数が約半分弱と短い。 

〔担当：保険福祉局福祉部介護保険課長 中島マリ子 ℡０４８－８２９－１２６４〕
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２６．障害者自立支援法の見直し 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 恒久的でわかりやすい制度を構築すること 

 

２ 地方自治体の財政負担につながらないよう適切な財政措

置を講じること 

 

３ 円滑な制度移行に向けて具体的な情報を早期に示すこと 

 

【背景・理由】 
・ 障害者自立支援法に代わる新たな障害者福祉制度は、障がい者制度改革推

進会議の総合福祉部会において検討され、平成２３年８月に「障害者総合

福祉法の骨格に関する総合福祉部会の提言」が取りまとめられ、平成２４

年通常国会に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための

法律（障害者総合支援法）」案が提出されたところである。 

・ 本市では、障害者自立支援法施行後の影響に対し、障害福祉サービス利用

者や施設に対する独自の激変緩和措置を、平成１９年１月から国に先駆け

て実施し、サービスの利用及び提供体制の安定化を図ってきた。 

・ また同法施行に伴うさまざまな課題について、本市提案のもと八都県市首

脳会議において同法の調査・研究を行い、平成２０年５月に、国に対し「障

害者自立支援法の抜本的な見直しに関する提案書」を提出するなど、障害

者福祉制度の見直しを求めてきた。 

・ 今回の新制度の構築に当たっては、地方自治体からの意見を十分反映し、

全ての障害者が安心して必要とするサービスを利用できるよう、恒久的で

わかりやすい制度を構築するとともに、居宅介護等については、支給決定

量が国基準を超えた場合には地方自治体の超過負担が発生することにな

るため、他のサービスと同様に費用の２分の１を国庫負担とするなど、地

方自治体の財政負担につながらないよう適切な財政措置を講じることを

要望する。 

・ また、円滑な制度移行に向けて、利用者や事業者などの混乱を招かないよ

う、具体的な情報を可能な限り早期に示すとともに、電算システムの改修

等に要する経費を含めた準備経費について、財政措置を講じることを要望

する。 

新規
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【参考】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

各自治体において憂慮される事項 

国において取り組むべき事項 

平成２５年４月の施行予定まで１年未満 

利用者等の混乱を招かないよう一定の周知期間が必要 

円滑な施行に向けて電算システムの改修など一定の作業期間が必要

障害者総合支援法の施行にあたって

政省令の早期公布 

十分な周知期間の確保 

給付費に対する十分な財政措置 
（地域生活支援事業をはじめとする自治体の超過負担に対する財政措置等）

準備経費等に対する財政措置 
（電算システムの改修、周知に要する費用等） 

〔担当：保健福祉局福祉部障害福祉課長 吉川 洋一 ℡０４８－８２９－１３０９〕
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２７．医療保険制度の抜本的改革 
〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 将来にわたり安定した医療保険制度を構築するため、国の

責任において医療保険制度の一本化に向けた抜本的改革を

早期実現すること 

また、医療制度改革は、国全体の課題であることを踏まえ、

新たな地方負担を招かないようにすること 

 

２ 医療保険制度の一本化が実現するまでの間は、国民健康保

険事業の安定的な運営を図るため、国庫負担率の引上げ等の

財政基盤の支援措置を講ずること 

 

【背景・理由】 
・ 高齢化の急速な進展に伴う医療費の増加や、近年の厳しい経済情勢の影響

で、年々医療保険者と被保険者の負担は非常に重くなっている。 

・ 本市の国民健康保険も高齢者や低所得者層の加入割合が高く、財政基盤が

脆弱である上、医療費の増加とこれに伴う保険税負担の増大が進み、一般

会計からの多額の繰入に頼る財政運営を行わざるを得ず、国民皆保険の維

持は危機的な状況にあり、早急な医療保険制度の抜本的改革が求められて

いる。 

・ このような中、高齢者医療制度の見直しにおいては、本年２月に閣議決定

された社会保障・税一体改革大綱において、「高齢者医療制度改革会議の

とりまとめ等を踏まえ、高齢者医療制度の見直しを行う。」とされたとこ

ろである。しかしながら「最終とりまとめ」では全年齢での国民健康保険

の都道府県化を目指すとされているが、都道府県と市町村の役割にしか触

れておらず、国の責任が明確になっていない。また、今後も増加する医療

費の財源等についても議論が十分になされていない。 

・ 国は、安定的で持続可能な医療保険制度を構築するため、財源を含む国の

責任を明確にし、地方公共団体の意見を反映した上で、全ての国民を対象

とした医療保険制度の一本化に向けた医療保険制度の抜本的改革を早急

に実現することを強く要望する。 

 

 

-61-



【参考】 

 

■法定外繰入金の推移（多額の国保財政支出） 

 

■国庫支出金の推移 

 
 

 

 

 

 

・国庫負担の水準は、昭和５９年に総医療費ベースの４５%であったものが、市の負担を基準とした
給付費ベースの５０％に変更され、以前の総医療費ベースに換算すると３８．５％程度となった。 
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 〔担当：保健福祉局福祉部国民健康保険課長 村田 均 ℡０４８－８２９－１２７７〕

〔担当：保健福祉局福祉部年金医療課長   根本 進 ℡０４８－８２９－１２７８〕

■高齢者医療制度改革会議において示された最終とりまとめ 
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２８．埼玉社会保険病院、社会保険大宮総合病院の運営 

及び耐震化の促進 
〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 埼玉社会保険病院及び社会保険大宮総合病院については、

本市の中核病院として地域医療に欠かすことのできない医

療機関であり、独立行政法人地域医療機能推進機構において

引き続き公的病院として着実に運営すること 

２ 社会保険大宮総合病院については、耐震整備に速やかに着

手できるようにすること 

 

【背景・理由】 
・ 平成２３年６月に成立した「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機

構法の一部を改正する法律」により、社会保険病院は、平成２６年４月１

日から独立行政法人地域医療機能推進機構が原則として運営することにな

ったところである。 

・ 平成２３年７月及び１２月にも要望しているが、未だ本市所在の社会保険

病院の運営及び社会保険大宮総合病院の耐震整備については、国から明確

な方針が示されておらず、地域住民や病院職員が、病院の将来について強

い不安を抱いている。 

・ 埼玉社会保険病院及び社会保険大宮総合病院については、救急告示病院と

して本市の地域医療に欠かすことのできない医療機関であるため、引き続

き公的病院として独立行政法人地域医療機能推進機構において着実に運営

されるよう改めて強く要望する。 

・ なお、本市内に所在するさいたま赤十字病院や、隣接する医療圏に所在す

る志木市立市民病院における常勤小児科医の退職等、埼玉県内の小児医療

は危機的な状況にあり、本市の小児初期救急医療の拠点となっている社会

保険大宮総合病院の安定的な運営は、地域の小児医療の確保のために不可

欠である。 

・ また、社会保険大宮総合病院については、昭和２７年築（昭和４９年改修）

と老朽化が著しく、耐震改修促進法の期限である平成２７年度末に向けて、

耐震化も喫緊の課題となっており、同病院において耐震整備を計画してい

る。国においては、速やかに耐震整備が進むよう、特段の配慮を要望する。

重点
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【参考】 

 

【さいたま市の中核病院】 

 

 

 

【さいたま市の中核病院】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

医療 

機関名 

さいたま 

市立病院 

さいたま市民

医療センター 

自治医科大学附

属さいたま医療

センター 

埼玉社会保険

病院 

社会保険大宮

総合病院 

さいたま 

赤十字病院 

病床数 ５６７床 ３４０床 ６０８床 ４３９床 １６３床 ６０５床 

特色 

・地域周産期母子

医療センター 

・病院群輪番制参

加病院 

・地域がん診療連

携拠点病院（国） 

・災害拠点病院 

・小児科二次救急

医療実施病院 

・地域医療支援病

院 

・病院群輪番制参

加病院 

・小児科二次救急

医療実施病院 

・地域周産期母子

医療センター 

・病院群輪番制参

加病院 

・災害拠点病院 

・小児科二次救急

医療実施病院 

・病院群輪番制参

加病院 

・埼玉県がん診療

指定病院 

・初期救急（休日

急患診療）実施

病院 

・小児科初期救急

医療実施病院 

・病院群輪番制参

加病院 

・三次救急医療実

施病院 

・地域周産期母子

医療センター 

・地域がん診療連

携拠点病院（国）

・小児科二次救急

医療実施病院 

・災害拠点病院 

埼玉社会保険病院 

社会保険大宮総合病院 

〔担当：保健福祉局保健部地域医療課長 海老名 英治 ℡０４８－８２９－１２９５〕
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２９．基準病床数制度の見直し 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 医療計画策定後において、病床過剰とされた医療圏にあっ

ても急激な人口の増加だけでなく、将来的な人口動態等を踏

まえ、都道府県が必要と認める基準病床数を設定できるよ

う、全国一律の算定方式を見直すこと 

２ 病床過剰とされた医療圏で救急、周産期、小児等の政策医

療に必要な病床が不足している場合、都道府県が必要と認め

る病床を増床する際、厚生労働大臣への協議を廃止すること 

 

【背景・理由】 
・ 病院・診療所の病床数は、都道府県が医療法に基づく医療計画において医

療圏域で必要とされる「基準病床数」を全国統一の算定式により算定して

おり、既存病床数が「基準病床数」を超える地域（病床過剰地域）では、

増床を許可しないこととされている。本市は、単独で医療圏域を構成して

おり、病床過剰地域となっている。 

・ 今後、急速な高齢化が見込まれる本市にあっては、高齢者人口の急増に伴

う病床不足が予想され、需要に応じた病床数の設定を可能にするなど柔軟

な対応が必要である。 

・ なお、病床過剰とされる医療圏においては、救急、周産期、小児等の政策

医療に必要な病床が不足している場合にあっても、増床には都道府県と厚

生労働大臣との協議が必要であり、住民の医療ニーズに対するきめ細かな

対応が事実上困難となっている。 

【参考】 
◇さいたま市における病床数  ※既存病床数は、平成23年12月31日現在(埼玉県調べ) 

 

新規重点
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◇さいたま市地区における病院の状況 

 

病院数 40病院 

うち 救急告示病院数 21病院 

うち 災害拠点病院数 3病院 

うち がん診療連携拠点病院数 2病院 
※各病院数は、平成23年12月31日現在 

 

◇さいたま市における高齢者(６５歳以上)人口の推計 

 
※国立社会保障・人口問題研究所「日本の市区町村別将来推計人口」（平成20年12月推計） 

「４．市区町村別男女５歳階級別データ」より作成 
 

◇医師数（指定都市比較） 
医療施設に従事する医師数（人）/人口10万人  

平成16年 

（2004） 

18 

（'06） 

20 

（'08） 

22 

（'10） 

東京都区部 307.7 310.5 323.3 333.2 

札幌市 273.8 276.5 290.9 297.1 

仙台市 282.6 287.7 301.4 305.1 

さいたま市 137.3 145.2 152.5 160.7 

千葉市 230.3 230.1 237.0 243.8 

横浜市 167.6 170.6 183.1 196.4 

川崎市 181.9 182.9 191.0 192.9 

相模原市 220.7 216.1 221.9 226.3 

新潟市 302.8 239.2 244.2 253.0 

静岡市 188.3 190.2 202.3 211.4 

浜松市 254.6 216.5 230.0 238.2 

名古屋市 248.4 256.3 261.3 268.6 

京都市 342.1 361.8 373.6 379.2 

大阪市 298.7 299.8 308.7 311.1 

堺市 184.1 186.7 182.3 205.4 

神戸市 249.6 257.5 270.6 278.0 

岡山市 340.2 337.3 354.7 362.3 

広島市 253.4 246.2 252.4 271.2 

北九州市 287.6 290.9 301.2 309.5 

福岡市 314.4 328.6 330.7 339.3 

熊本市 345.5 364.9 372.3 378.5 

※厚生労働省「平成22年（2010年）医師・歯科医師・薬剤師調査の概況」統計表20 

「人口10万対医療施設従事医師・歯科医師数及び薬局・医療施設従事薬剤師数の年次推移， 

従業地による都道府県－指定都市・特別区・中核市（再掲）別」より作成 

 
〔担当：保健福祉局保健部地域医療課長 海老名 英治 ℡０４８－８２９－１２９５〕
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３０．予防接種制度の財源負担等の見直し 

〔厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

新たなワクチンの定期予防接種化にあたっては、既に定期予

防接種となっているワクチン接種も含め、接種の財源について

全額を国の責任において確保すること 

 

【背景・理由】 
・ 平成２４年５月２３日に厚生労働省の厚生科学審議会予防部会から子宮

頸がん、ヒブ、小児用肺炎球菌、水ぼうそう、おたふくかぜ、Ｂ型肝炎、

成人用肺炎球菌の七つのワクチンについて、新たに定期接種の対象とすべ

きという提言がされた。 

・ このことは、これまでも本市が要望してきていることであり、国民にとっ

ても非常に有益であることから評価するものであり、今後とも国民に対

し、予防接種の効能と限界について十分な周知が図られることが望まし

い。しかし、現行の制度では定期接種の費用は、地方自治体が支弁するも

のとされており、それぞれの地方自治体の努力によって、ほとんどが個人

の負担なく実施されているなか、今回の提言では接種費用の負担のあり方

については明確に示されていない。 

・ 現在の地方自治体の厳しい財政状況のなかで、新たに追加される定期接種

の費用を負担することは非常に困難である。そもそも予防接種は、経済格

差が健康較差をひき起こすことのないよう、国の責任において全国一律で

実施すべきものであり、既に定期接種となっているものを含め、接種の財

源については、全額を国の責任において確保することを強く要望する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

重点
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【参考】 

 

■現行制度での市費負担 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

  

 

■新制度での市費負担（試算） 

 

 

 

 

 

 

           

 

           

 

 

 

 

 

 

定期接種 

（予防接種法） 
任意接種 

（予防接種法に依らない） 

ワクチン接種緊急促進事業
（予防接種法に依らない） 

◎ＢＣＧ 
◎ポリオ 
◎３種混合 
◎麻しん・風しん

◎日本脳炎 

◎水痘（水ぼうそう） 
◎流行性耳下腺炎（おた
ふくかぜ）など 

◎子宮頸がん予防 
 ワクチン 
◎ヒブ 
◎小児用肺炎球菌 

自己負担無料 自己負担有料 

市費負担 

２１．３億円 
（H2４予算額） 

市費負担 

１０．５億円 
（H2４予算額）

約７０億円の財政負担 
※対象者、回数等の条件により増減する。

制度の変更無く、七つのワクチンが定期接種化 

〔担当：保健福祉局保健所疾病予防対策課長 嘉悦 明彦 ℡０４８－８４０－２２１９〕

市費負担が約４０億円増額 
※対象者、回数等の条件により増減する。
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３１．新型インフルエンザ対策 

〔内閣官房・厚生労働省〕 

【提案・要望事項】 

１ 新型インフルエンザ対策に関して、十分な議論を加えたう
えで法令整備を行うとともに、速やかに新型インフルエンザ
等対策特別措置法に基づく行動計画やガイドラインを示すこ
と 

２ 新型インフルエンザ対策は国全体の課題であること、また
特別措置法で地方自治体に所定の対策を義務づけていること
を踏まえ、対策に要する経費は全額国の負担とすること 

 

【背景・理由】 

・ 新型インフルエンザ対策特別措置法は、平成２４年３月９日に閣議決定さ

れ、国会での審議、可決後、平成２４年５月１１日に公布された。 

・ 法案には国民や各団体から大きな関心が寄せられ、国会審議においてもさ

まざまな論議がなされていたが、同法では具体的な措置を「政令に定める」

としており、個別具体に示されていない対策も多く、また、報道等でも社

会行動の制限や関係者への補償等において、問題が指摘されている。 

・ 今後整備される政令等に基づき、地方自治体は対策を講じることとなる

が、根本となる法令等の制定あるいは改正は地方自治体が講じる対策に多

大な影響を与えることから、十分な議論を尽くすこと。 

・ なお、同法は本年５月１日の公布後1年以内の、政令で定める日に施行と

されているが、国の行動計画を受けて都道府県が行動計画を策定し、その

後、市町村が行動計画を策定していくため、施行までに市町村に残る時間

は非常に少ない。この作業に必要な時間を確保できるよう、法に基づく国

の行動計画やガイドラインを速やかに示すよう要望する。 

・ また、法で各自治体に所要の対策を義務づけているが、これに要する費用

は各自治体の負担となる。新型インフルエンザ対策は国全体の課題である

こと、また法に基づき対策を講じるものであることから、必要経費は国が

全額負担するよう要望する。 
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【参考】 

◇新型インフルエンザ等対策特別措置法案 審議の経過 

 平成２４年３月 ９日  閣議決定、同日法律案を衆議院に提出 

      ３月２８日  衆議院内閣委員会 可決 

      ３月３０日   同 本会議   可決 

      ４月２４日  参議院内閣委員会 可決 

      ４月２７日   同 本会議   可決 

      ５月１１日  法律公布（交付から１年以内の日を政令で定めて施行） 

 

◇特措法における市町村への義務付け（経費を要するもの）の例 

○新型インフルエンザ等対策特別措置法 

第十条（物資及び資材の備蓄等） 

  指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに指定公共機

関及び指定地方公共機関（第十二条及び第五十一条において「指定行政機関の長等」と

いう。）は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計画で定めると

ころにより、その所掌事務又は業務に係る新型インフルエンザ等対策の実施に必要な医

薬品その他の物資及び資材を備蓄し、整備し、若しくは点検し、又は新型インフルエン

ザ等対策の実施に必要なその管理に属する施設及び設備を整備し、若しくは点検しなけ

ればならない。  

第十二条（訓練） 

 指定行政機関の長等は、政府行動計画、都道府県行動計画、市町村行動計画又は業務計

画で定めるところにより、それぞれ又は他の指定行政機関の長等と共同して、新型インフ
ルエンザ等対策についての訓練を行うよう努めなければならない。 

○特措法第二十八条第７項によって読み替えられる予防接種法第二十一条  

第二十一条（読替後） 

  この法律の定めるところにより予防接種を行うために要する費用は、市町村の支弁と

する。  

第二十二条 

  都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する

額（第六条第一項の予防接種に係るものに限る。）の三分の二を負担する。  

２ 都道府県は、政令の定めるところにより、前条第一項の規定により市町村の支弁する

額（第六条第三項の予防接種に係るものに限る。）及び前条第二項の規定により市町村の

支弁する額の四分の三を負担する。  

第二十三条 

  国庫は、政令の定めるところにより、第二十一条第一項の規定により都道府県の支弁

する額及び前条第一項の規定により都道府県の負担する額の二分の一を負担する。  

２ 国庫は、前条第二項の規定により都道府県の負担する額の三分の二を負担する。 

 

 

 

［担当：保健福祉局保健部地域医療課長 海老名 英治 ℡０４８－８２９－１２９２］
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３２．子ども・子育て新システムの円滑な実施 

〔内閣府・厚生労働省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 子ども・子育て新システムの円滑な実施のため、準備経

費・事務的経費を含む必要な財源を確保すること 

 

２ 母親が産後８週間の期間内に、父親が育児休業を取得する

ことを促進するため、当該期間中の父親の育児休業給付金給

付率を現行の５０％から大幅に引き上げ、１００％とするこ

と 

 

３ 育児休業制度の普及等と、子を持つ女性の雇用と育児の両

立支援を促進した事業者が、厚生年金と一体で徴収される児

童手当拠出金を減額されるなど、恩恵を受けられる仕組とす

ること 

 

【背景・理由】 
・ さいたま市は、「さいたま子ども・青少年希望（ゆめ）プラン」（次世

代育成支援対策後期行動計画）に基づき、保育所や放課後児童クラブの

待機児童解消に向けた施設整備、社会的養護が必要な子どもの支援体制

の充実など、さまざまな子育て支援策を展開してきた。 

・ また、昨年度は、未来を担う子ども一人ひとりが、心身ともに健やかに

育ち、自立し、輝いて生きることができるよう、市民・事業者・行政・

学校等が「絆」で結ばれ、子育てを推進する地域社会の実現に向けた「さ

いたまキッズなＣｉｔｙ大会宣言」を発表した。この宣言を、社会全体

で子育てを推進する起点として、子ども・青少年の幸せと命の尊さを第

一に考える地域社会の実現を目指している。 

・ 平成２２年の合計特殊出生率は、本市では１．３８と、前年と比べて

０．１４ポイント上昇し、国においても、１．３９と、前年と比べて

０．０２ポイント上昇したものの、現在の人口を維持するのに必要と言

われている２．０７には依然として届かない状況にある。 

・ 国の幼保一体化や、子ども・子育て支援に係る財源の一元化などを目指

す「子ども・子育て新システム」は、平成２４年３月に少子化社会対策

会議において「子ども・子育て新システムに関する基本制度」が決定さ

新規重点
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れ、関係法案成立後、平成２５年度を目途に、「子ども・子育て会議」や

国の基本指針など可能なものから段階的に実施するとされている。 

・ この実施にあたっては、国と地方との協議のもと制度設計を早急に行い、

地域でのサービス需要を満たすための体制を計画的に整備する必要があ

り、新システムの実施主体である市町村が円滑に対応できるように、準

備経費・事務的経費を含む必要な財源を国の責任において全額確保する

べきである。 

・ 男性の育児休業取得率については、「子ども・子育てビジョン」（平成

２２年１月２９日閣議決定）で、平成２９年までに取得率を１０％とす

る目標設定がされている。 

・ しかし、厚生労働省が発表した平成２３年度の男性の育児休業取得率は

２．６３％と、前年と比べて１．２５ポイント上昇し過去最高を記録し

たものの、目標設定値と比較すると依然として低い状況にある。 

・ 女性が第２子を出産する要因としては、男性の家事・育児分担の増加が

大きく関わっているとの調査結果が出ているように、少子化対策として、

男性の育児参加を促進していくことは重要な施策である。 

・ しかしながら、多くの家庭においては、父親の収入を主な生活資金とし

ており、現行の給付金制度では、父親の育児休業取得により収入が減り

生活基盤を失うことが、取得を妨げる要因となっている。 

・ そこで、新システムの将来の検討課題とされている「出産・育児に係る

休業に伴う給付（仮称）」に関しては、父親の育児休業取得を促進する施

策として、母親が最も助けを必要とする産後８週間の期間内については、

育児休業給付金給付率を現行の５０％から１００％とすることを目指

し、大幅に給付率を引き上げるよう制度改正すること。また、その負担

を事業者へ負わせるのではなく、国がその財源を負担すること。 

・ さらに、育児休業制度の普及と、子を持つ女性の雇用と育児の両立支援

を促進する事業者が、新システムの財政負荷の軽減に貢献するものであ

るという意味合いを含め、その促進のインセンティブとして、厚生年金

と一体で徴収される児童手当拠出金を減額されるなど、恩恵を受けられ

る仕組とすること。 
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【参考】 
※子ども・子育て新システム 

 

 
 

 
 

 
出展：平成２３年版子ども・子育て白書 
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【参考】 
※育児休業給付金給付率の引き上げ 

 

 

育児休業取得率の推移

0.57 1.56 1.23 1.72 1.38 2.63

88.5 89.7 90.6 85.6 83.7 87.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

平成１８年度 平成１９年度 平成２０年度 平成２１年度 平成２２年度 平成２３年度

女
男

 
出展：厚生労働省「平成２３年版子ども・子育て白書」 

 

 

 

 

育児休業を利用できたのに取得しなかった理由 
 

家計が苦しくなる ２９％ ⇒ 育児給付金給付率の引き上げ 
 

※ニッセイ基礎研究所「男性の育児休業取得に関する研究会報告書」（平成１５年）

 

現状と課題 

男性の家事・育児分担の増加が必要

父親の育児休暇取得率向上 

 

対策と効果 

現状 

〔担当：子ども未来局子ども育成部子育て企画課長 松井 雅之 ℡０４８－８２９－１９０９〕
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教育の充実 

 
 



３３．少人数学級の推進 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

学級編制の標準の引き下げを含めた新たな公立義務教育諸

学校教職員定数改善計画を早期に策定し、円滑な実施を図る

こと。 

【背景・理由】 

・ さいたま市では、徹底した行財政改革に積極的に取り組む一方、個性豊

かな地域社会の形成、２１世紀を担う心豊かな人材づくり等、新たな行

政課題に取り組んでいる。 

・ 現在、国は、公立義務教育諸学校の学級編制及び教職員定数の標準に関

する法律の一部を改正するとともに、学級編制の標準を順次改定するこ

と等について検討を行い、その結果に基づき、法制上その他の必要な措

置を講ずることとし、当該措置を講ずるに当たっては、これに安定した

財源の確保に努めるとしている。 

・ こうした状況の中、本市では、独自の少人数指導等支援員などの施策を

充実させ、少人数学級と少人数指導のそれぞれの良さを取り入れ、少人

数で指導する効果を最大限に生かしながら、「日本一の教育都市・さいた

ま市」の実現に努めている。 

・ 今後、基礎学力の向上と、習熟度別学習など個に応じたきめ細かな指導

を実現し、学習指導要領の全面実施やいじめ等の学校教育上の課題等に

適切に対応するためには、教職員定数配置基準の改善が不可欠である。

・ 平成２３年度は小学校１年生について３５人学級編制となったが、国の

責任において、当初計画された小・中学校全学年での円滑な実施を図る

ことを要望する。 

【参考】 

◇１学級当たりの児童生徒数＜通常学級＞ 

ＯＥＣＤ「図表で見る教育（２００９年版）」 

さいたま市の数値は平成２３年度 

 さいたま市 日 本 ＯＥＣＤ平均 

小学校 ３２．６人 ２８．０人 ２１．６人 

中学校 ３６．１人 ３３．０人 ２３．７人 

 〔担当：教育委員会学校教育部教職員課長 橋本 栄 ℡０４８‐８２９－１６５３〕

新規
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３４．全国学力・学習状況調査の全数調査 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

全国学力・学習状況調査を全数調査とすること 

 

【背景・理由】 
・ 全国学力・学習状況調査は、平成１９年度に４３年ぶりに全数調査として

再開され、国や都道府県のみならず、各市町村や各学校においても、児童

生徒一人ひとりの学力や学習状況を細かく把握・分析し、教育施策の検証

及び教育指導の改善に役立ててきた。 

・ しかし、平成２２年度から「抽出調査」となり、調査対象校は全体のわず

か約３割に絞られ、それ以外の調査を希望する学校については自主参加と

された。 

・ 平成２３年度は東日本大震災の影響で見送られたものの、平成２４年４月

に２年ぶりに実施された調査では、抽出対象校と自主参加した学校を合わ

せると全国の小中学校の８割を超え、そのうち抽出対象校が９７０９校だ

ったのに対し、自主参加校は１万６１５９校と大きく上回る結果となっ

た。 

・ 国の方針と実態があまりにも乖離していることは明白であり、多くの学校

現場が全員参加による全国学力・学習調査を望んでいる結果といえる。 

・ 国は、数年に一度、全数調査を実施することについて検討していると聞い

ているが、学校現場の声を十分に聞き、平成２１年度までと同様に毎年度

全数調査として実施することを強く要望する。 

【参考】 

◇全国学力・学習状況調査 参加校の状況（抽出対象校＋自主参加校） 

 平成２２年度 ７３．５パーセント 

 平成２４年度 ８１．２パーセント 

  （抽出対象校 ９７０９校 自主参加校 １万６１５９校） 

◇さいたま市の状況（平成２４年度） 

 抽出対象校 小学校 １３校、中学校 １６校 

 自主参加校 小学校 ９０校、中学校 ４１校（さいたま市は全校で実施）

 〔担当：教育委員会事務局学校教育部教育研究所長 五十嵐友一 ℡０４８－８３８－０７８１〕

新規
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３５．義務教育費国庫負担制度及び県費負担教職員制度の見直し 

〔総務省・財務省・文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 義務教育費国庫負担制度については、地方分権を一層推進

するために廃止すること。ただし、教育の機会均等と教育水

準の確保を図るという義務教育の精神を引き続き尊重し、地

方に負担を転嫁することのないように、その所要全額につい

て、税源移譲による財源措置を講ずること 

２ 県費負担教職員制度の見直しにおける給与費負担の指定

都市への移管は、教職員定数、教職員配置等に関する包括的

な権限移譲を前提に、その所要全額について道府県からの税

源移譲による財源措置を講ずるとともに、今後急激に増加す

る退職手当所要額についても財源措置を講ずること。 

 

【背景・理由】 
・ さいたま市では、徹底した行財政改革に積極的に取り組む一方、個性豊か

な地域社会の形成、２１世紀を担う心豊かな人材づくり等、新たな行政課

題に取り組んでいる。 
・ 義務教育費国庫負担制度は、国庫負担割合が３分の1に引き下げられ、県

費負担教職員制度については、平成２０年６月に決定された政府の地方分

権改革推進要綱（第１次）において、「既に人事権が移譲されている指定

都市において、人事権者と給与負担者が一致する方向で検討すること」及

び「都道府県が定めている教職員定数についても決定方法を見直す方向で

検討すべきであること」との見解が示された。 

・ 地域の実態に即した義務教育を推進するためには、人事権者が安定した財

政基盤に立って教職員給与を支給するとともに、自らの権限と判断により

学級編制、教職員定数、教職員配置等を決定する必要がある。 

・ ついては、義務教育費国庫負担制度や県費負担教職員制度の見直しについ

て、教職員定数、教職員配置等に関する包括的な権限移譲を図るとともに、

地方に負担を転嫁することのないように、その所要全額について税源移譲

による財源措置を講ずるよう要望するものである。 
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【参考】 
 

［義務教育費国庫負担制度廃止に伴う税源移譲等］ 
 

＜給与費負担＞ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
＜権限＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国 

１／３ 

 

県 

２／３ 

 

 

指定都市 
 

税源移譲 

 

国・県 

・学級編制標
準、基準 

・教職員定数 

・教職員配置等 

 

 

指定都市 
 

権限移譲 

〔担当：教育委員会学校教育部教職員課長 橋本 栄 ℡０４８-８２９‐１６５０〕
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３６．義務教育施設等の整備・改修の促進 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

１ 計画的かつ円滑に義務教育施設等の大規模改造及び増改

築等を行えるよう、必要な予算総額を確保すること 

２ 夏休み等、工事を予定している時期に円滑に実施できるよ

う、速やかに認定、内示等の措置をすること 

３ 学校施設における非構造部材の耐震化事業に係る必要な

財政措置を今後も継続すること 

 

【背景・理由】 
・ 本市においては、小中学校における全保有棟数校舎・体育館６５０棟のう

ち、昭和４７年以前に建築され、築４０年以上経過した校舎・屋内体育館

が、１４８棟（２２．７％）を占めており、これら老朽化した学校施設の

改修等の需要が増大している。 

・ しかし、学校施設の大規模改造及び増改築等の整備については、多額の経

費を要することから、市単独で実施するのは非常に困難であり、国庫負担

等の支援を欠くことができない。 

・ 平成２４年度の国の予算においては、当初予算と平成２３年度第３次補正

予算本省繰越分を合わせることで、各地方公共団体が計画する事業量に必

要な予算が確保されているが、計画的に事業を実施するためには、必要な

財源等の確保が引き続き重要な課題である。 

・ また、学校教育施設に係る工事の多くは、学校運営に支障を来さないため

にも夏休み期間を利用しなければ実施が困難であり、認定、内示等が遅く

なると、契約や起工が遅れ、工事の円滑な実施に支障を来すこととなる。

・ これらの事業を自主的、計画的かつ円滑に実施できるようにするために、

国においては、地方公共団体が計画している事業量、事業内容に見合う予

算を確保することや、地方が予定した時期に実施できるよう認定、内示等

の措置をとることを要望する。 

・ また、学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす場所であるとともに、

災害時には地域住民の避難場所となるなど重要な役割を担っていること

から、東日本大震災の被災状況からも改めて重要性が認識された非構造部

材の耐震化事業について、今後とも必要な財政措置を継続するよう要望す

る。 
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【参考】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

〔担当：教育委員会管理部学校施設課課長 原 修 ℡０４８－８２９‐１６３２〕
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～S37 S38～S42 S43～S47 S48～S52 S53～S57 S58～S62 S63～H3 H5～H9 H10～H14 H15～H19 H20～H24

さいたま市立小中学校建物経年別棟数（平成24年4月1日現在）

校舎 体育館

経年 50年以上 45～49年 40～44年 35～39年 30～34年 25～29年 20～24年 15～19年 10～14年 5～9年 0～4年
割合 2.9% 4.0% 15.8% 23.2% 30.6% 8.3% 4.5% 2.5% 3.8% 2.6% 1.7%

全保有棟数

経過年数 保有棟数
50年以上 19 2.9%
40～49年 129 19.8%
30～39年 350 53.8%
20～29年 83 12.8% 12.8%
20年未満 69 10.6% 10.6%

650棟
割合（％）

76.6%
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３７．公立高等学校授業料不徴収交付制度の見直し 

〔文部科学省〕 

【提案・要望事項】 

公立高等学校授業料不徴収は、国策として実施することか

ら、その費用について、地方に負担を転嫁することなく、国が

全額負担すること 

 

【背景・理由】 

・ 「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給

に関する法律」が平成２２年４月に施行されたことによって、公立高等学

校の授業料は無償となり、授業料収入相当額が国費により負担されること

となったが、交付金算定は減免率等を参考とした全国一律の調整率が設け

られ、これにより本市に交付される交付金は、法施行前の授業料徴収額か

ら減収となっている。 

・ 公立高等学校の授業料不徴収は国策として実施することを踏まえ、その費

用について地方に負担を転嫁せず、全額国が負担するべきである。 

 

【参考】 
        【従 来】         【法施行後】 

 

 

 

さいたま市 
（５．４％） 

全国一律 
（１１．５％）

 
交付金 

調整率 

授業料 

〔担当：教育委員会学校教育部学事課長 高瀬 勉  ℡０４８－８２９－１６４４〕

減免等 
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観光・経済対策 

 
 



３８．インバウンド観光に対する支援 

〔文部科学省・文化庁・経済産業省・中小企業庁・観光庁〕 

【提案・要望事項】 

１ インバウンド観光に対する支援を拡充すること 

２ 各種国際大会の誘致に対して支援すること 

３ 世界盆栽大会誘致・開催に当たって支援すること 

 

【背景・理由】 
・ 国では「観光立国の実現は、２１世紀の我が国経済社会の発展のために不

可欠な国家的課題」、「官民がひとつになって観光立国の実現に向けて取

組むことが必要」とし、そのためには「諸外国に対する代表性」、「関係省

庁に対する調整機能の強化」、「地域・国民に対する窓口の一元化」、「地方

公共団体・民間の観光地づくりの取組を強力に支援すること」が必要との

考えから平成２０年に国土交通省に観光庁を設置した。 

・ 平成２２年６月には新成長戦略に「観光は少子高齢化時代の地域活性化の

切り札」としての位置付け、平成２４年３月に閣議決定した「観光立国推

進基本計画」では、「観光の裾野の拡大」、「観光の質の向上を目指す」と

もされている。 

・ しかし、昨年発生した東日本大震災の影響により訪日外国人旅行者は大き

く落ち込むこととなり、震災から１年余りが経過し、相当程度回復しつつ

あるが、未だ厳しい状況が続いている。 

・ 平成２４年４月に就任された観光庁長官は「観光は被災地が立ち直り、日

本経済が回復するためにも、極めて重要な役割を担っている」というメッ

セージを発信しており、本市も日本全体が一丸となって観光立国の実現に

向けて取り組んでいく必要があると認識している。 

・ 本市には、文化的で芸術性が高く、海外、特に欧州で高い人気を誇る盆栽

の聖地「大宮盆栽村」があり、伝統的な高い技術力を継承している。また、

隣接する大宮公園、武蔵一宮氷川神社を含めた一帯は、和の文化と自然が

調和した、貴重な観光資源となっている。 

・ さらに、そのような観光資源に加え、大宮盆栽の文化の確立、ブランドイ

メージ向上、市場の拡大及び海外からの観光客誘致を目的として、「大宮

盆栽美術館」の整備や海外へのプロモーション活動、大宮盆栽村への訪日

観光ツアー開発など海外展開事業を積極的に支援してきており、平成２４

新規
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年度には中小企業庁に採択された「ＪＡＰＡＮブランド育成支援事業」の

「ブランド確立支援事業」としても推進を図っているところである。 

・ しかし、本市においても外国人観光客の誘致に大きな成果が出ておらず、

今後より一層の取組が必要と考えており、国の積極的な支援が必要である

ことから、国において更なる支援策の充実を要望するものである。 

・ また、本市は「２０１７年 第８回世界盆栽大会」の誘致に向けて、積極

的に誘致活動を実施する予定であり、大会の実現は、外国人観光客の誘致

策としても効果的と考えられることから、国においても誘致に向けた強力

な支援を要望する。 

 

【参考】 

 

◇さいたま市大宮盆栽美術館 

            

  

 

 

 

 

 

 

 

◇大宮盆栽村（大盆栽まつり） 

 

 

 

〔担当：経済局観光政策部観光政策課長 石原 光親 ℡０４８－８２９－１３６５〕

●●第８回世界盆栽大会の概要●● 
◇日程  平成２９年（２０１７年） 
◇会場  さいたまスーパーアリーナ 外 
◇内容  盆栽剪定デモンストレーション、盆栽講座、名品盆栽の展示会、盆栽即売会、大宮盆

栽美術館及び産地見学ツアー など 
◇入込観光客数 延べ７万人（※国内観光客を含む見込） 
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３９．スポーツに関する施策の充実・強化 

〔文部科学省・総務省〕 

【提案・要望事項】 

１ スポーツ行政を所管する「スポーツ庁」を早期に設置し、

スポーツに関する施策の総合的な推進を図ること 

２ 国際競技大会の招致を支援する窓口を早期に設置し、国を

挙げて積極的に招致活動をすること 

 

【背景・理由】 
・ 平成２４年３月３０日に「スポーツ基本計画」が策定され、今後１０年

間を見通したスポーツ推進の基本方針が明示された。 

・ 基本方針では、「年齢や性別、障害等を問わず、広く人々が、関心、適性

等に応じてスポーツに参画することができる環境を整備すること」とい

う基本的な政策課題と、７つの個別課題を挙げ、課題ごとに政策目標を

設定している。また、文部科学省の平成２４年度概算要求では、スポー

ツ基本法の着実な推進のためとして、「スポーツ庁の在り方に関する調

査研究事業費」・「国際競技大会情報ネットワーク形成支援事業費」など

が計上された。 

・ さいたま市としては、「さいたま市スポーツ振興まちづくり条例」を施行

し、スポーツを活用しながら教育・文化・環境・観光経済・健康福祉・

都市計画という広範な分野と連携したまちづくりを目指している。 

・ また、平成２３年１０月には、日本初となる、スポーツ大会・イベント

に特化した誘致組織である「さいたまスポーツコミッション」を設立し、

スポーツに関する先進的な施策を展開しており、「スポーツ庁」の設置は

大いに賛同できる。 

・ 各省庁の垣根を越え、スポーツ担当部局を一元化した「スポーツ庁」の

設置は、「スポーツのまち さいたま」の推進に向けての大きな後押しと

なると考えているため、早期設置を要望する。 

・ また、国際競技大会招致は、東日本大震災からの復興を国民全体で盛り

上げる機会に成り得るとともに日本人の団結力を世界に示すことができ

るため、大変意義があると考えられる。特に、東京都が招致を進めてい

る「２０２０年のオリンピック・パラリンピック競技大会」については、

日本復活の象徴ともなるものと考えられることから、開催都市のみなら

ず国が日本全体を巻き込みながら招致活動を行い、日本全体で開催招致
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に対する機運を高めるよう、国も積極的に招致に臨むべきである。 

・ また、オリンピックに限らず、国際競技大会の招致に向け、現状の課題

として、競技によって団体が複数あることや開催都市が限定されている

ことで招致が困難となる場合もあることから、各競技団体・地域の情報

を共有できるシステムを構築し、相互に議論ができる場を設けることで

効率的かつ効果的に国際競技大会の招致が可能になる。 

・ そのため、企業・各競技団体・地方公共団体が、協力して国際競技大会

の招致活動ができるように、国として支援する窓口を早急に設置すべき

である。 

 

 

〔担当：市民・スポーツ文化局スポーツ文化部スポーツ振興課長 金子 康 

℡０４８－８２９－１０５８〕

〔担当：経済局観光政策部観光政策課長 石原 光親 ℡０４８－８２９－１３６５〕
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４０．地域経済の活性化に向けた財政措置を伴う制度の構築 

〔内閣府〕 

【提案・要望事項】 

地方公共団体が実情に応じた地域経済の活性化策を講じる

ことができるよう、自由度の高い交付金を盛り込むこと 

 

【背景・理由】 
・ 平成２４年度上半期の本市の景況は、全体として緩やかな持ち直しの動き

が見られるものの、依然として足踏み状態が続く見通しである。また、今

後、電気料金の値上げや原発停止による電力不足により、経済活動にも影

響を与えることが予想され、地域経済の衰退が危惧される状況にある。そ

のため、現在持ち直しつつある経済情勢を沈滞化させることなく、地域経

済を活性化させる実情に応じた対策を講じることが急務になっている。 

・ 本市においては、平成２１年度には「地域活性化・生活対策臨時交付金」、

平成２２年度には「地域活性化・経済危機対策臨時交付金」を活用し、地

域経済の活性化に努めてきた。地域経済の中長期的な安定化には、更なる

対策を講じる必要があるため、国として経済対策を実施するとともに、自

由度の高い交付金を配分することで、地方公共団体が実情に応じた地域経

済の活性化策を講じることが可能となる。 

【参考】 

さいたま市内事業所における
「経営にマイナス面の影響が大きいと考えられる経済動向」（複数回答）

0.0 10 .0 20 .0 30 .0 40 .0 50 .0

個人消費意欲の減退

消費税の改正

デフレの進行

円高の長期化

社会保険料（事業主負担）改正の動向

電力供給の動向

株価の低迷

企業の生産拠点等の海外シフト

放射能による影響

海外景気の下振れ

被災地の復興状況

その他

無回答

 

資料：さいたま市地域経済動向調査
（平成２４年３月）

（％）

〔担当：経済局経済部商工振興課長 宮原 亮 ℡０４８－８２９－１３６４〕
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地域主権 

 
 



 

４１．地域主権改革の断行 

〔内閣府・総務省〕 

【提案・要望事項】 

指定都市への更なる事務・権限の移譲を図るなど、地域主権

改革を大胆かつ着実に進めること 

１ 「地域主権推進大綱（仮称）」の策定に当たっては、盛り

込むべき項目について、事前に地方との協議を十分行い、残

された地域主権改革の課題解決に向けた道筋を示すこと 

２ 義務付け・枠付けの更なる見直しを進めるため、「第３次

一括法案」を早期に成立させること。また、既に設定された

ものも含め、「従うべき基準」については真に必要なものに

限定すること 

３ 国の出先機関については、アクション・プラン推進委員会

の各チームにおける移譲に向けた具体的な検討を精力的に

進め、早急に「原則廃止」へ向けた取組を確実に進めること 

４ 「国と地方の協議の場」には、政策の立案段階から、法に

基づく分科会の設置及びその活用を含め、実効性のある協議

の運営を行うこと。また、指定都市の代表を正式な議員とし

て位置づけること 

 

【背景・理由】 
・地域主権改革を進めていく際には、「補完性の原則」に基づき、国と地方

の役割分担を大胆に見直し、権限移譲を進めるとともに、税源移譲により

確実に必要な財源を充実させ、地方の自由度を大幅に高めることが大前提

である。 
・政府は、本夏にこれまでの地域主権改革の取組の成果等を踏まえ、より一

層の推進に向けて「地域主権推進大綱（仮称）」を策定することとしてい

る。しかしながら、現時点において、その考え方や骨子等が全く明らかに

されていない。策定に当たっては事前に地方の意見や要望を十分に聴取し

た上で原案を作成し、地域主権戦略会議の場等を通じて、地方と真摯に協

重点
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議を行い、その意見を大綱に反映していくことが必要である。 

・平成２４年３月９日に、いわゆる「第３次一括法」が第１８０回国会に提

出されているが、本法案は、地方からの提言等に係る事項が盛り込まれた

義務付け･枠付けの見直しを含んでおり、地域住民が自らの判断と責任に

おいて地域の諸課題に取り組むことができる改革を推進していくために

も、早期の成立に向けて全力を挙げて取り組む必要がある。 

・ また、これまでに条例委任された項目の中には、「従うべき基準」が相当

数設けられており、いわば「新たな義務付け・枠付け」が生じている状況

にある。地方の自由度を拡大する観点から、「従うべき基準」は真に必要

な場合に限定すべきであり、積極的な見直しを不断に講じていく必要があ

る。 

・ 国の出先機関原則廃止については、「国の特定地方行政機関の事務等の移

譲に関する法律案（仮称）」に関する検討が正念場を迎えているが、特定

広域連合等の体制が整うか否かに関わらず、都道府県や指定都市への事務

権限の移譲に向けて、アクション・プラン推進委員会で協議中の「直轄道

路・直轄河川」、「ハローワーク」、「共通課題」の各チームにおける取組を

強化するなど、「原則廃止」に向けた第一歩を踏み出すべきである。 

・ 「国と地方の協議の場」については、社会保障・税一体改革分科会におけ

る国と地方の真摯な議論が行われた結果、地方の意見が反映されるなど、

一定の成果があったところ。今後も分科会の設置等を通じて地方に大きな

影響を及ぼす政策等の企画・立案段階から、地方との十分な協議を行うべ

きである。また生活保護等の国の制度の影響が大きい指定都市の代表を、

議員に加える必要がある。 

【参考】 
 

 

 

内閣官房長官

地域主権改革担当大臣

総務大臣

財務大臣

国務大臣（総理が指定）

・
・
・

全国知事会代表 指定都市市長会代表

全国都道府県議会議長会代表

全国市長会代表

全国市議会議長会代表

全国町村議会議長会代表

全国町村会代表

日本の全人口の２割
を占め、生活保護な
ど、国の制度の影響を
大きく受ける指定都市
を加えて開催すべき。

国と地方の協議の場（イメージ）
地方側国側

●国と地方の協議の場には指定都市の代表を加えて開催すること！

〔担当：政策局都市経営戦略室副参事 大西 起由 ℡０４８－８２９－１０６３〕
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４２．新たな大都市制度「特別自治市」の創設 

〔総務省〕 

【提案・要望事項】 

 新たな大都市制度である「特別自治市」を創設し、必要な権

限と財源の移譲を行うこと 

 

【背景・理由】 
・現行の指定都市制度は、一般の市町村と同一の枠組みの中で、一部の特例

を適用することで成り立っており、国や道府県の関与が依然として残る極

めて不十分な制度となっている。 

・そこで、住民に身近な基礎自治体である本市へ権限と財源の更なる移譲を

進めつつ、本市が大都市としてグローバルな都市間競争を勝ち抜き、我が

国の経済成長のエンジンとして担うべき役割を果たすために、現行の制度

を一新する大都市制度として、「特別自治市」の創設を要望する。 

・なお、「特別自治市」の創設に当たっては、大都市としての一体性を保っ

た政策展開を可能とするため、権限と財源の一体的な移譲を行うことが前

提となる。 

・制度設計に当たっては、地方制度調査会等を通じて、指定都市の実情及び

意向を十分に聴取し、制度創設に向けた具体的検討を進めていくこと。 

【参考】 
 

 

指
定
都
市

市　　町　　村

道　府　県

国

特
別
自
治
市 基礎自治体

広域自治体

国

現状 特別自治市創設後

多様な連携

多様な連携

＜あるべき大都市制度の姿＞

■広域自治体と同格

■地方事務を全て一元的
　に担当

■新たな役割分担に応じ
　た税財政制度

■住民自治・参加機能を
　充実強化する仕組みを
　構築
■大都市の多様性を踏ま
　えた制度設計

〔担当：政策局都市経営戦略室副参事 大西 起由 ℡０４８－８２９－１０６３〕

重点
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４３．地方財源の充実 

〔総務省・財務省〕 

【提案・要望事項】 

１ 臨時の制度として導入した臨時財政対策債制度について

は、再延長を行わないなど、抜本的に見直すこと 

 

２ 地方固有の自主財源である地方交付税原資の不足額は、地

方交付税法第６条の３第２項の規定に従い、法定率の変更に

より対処すること 

 

【背景・理由】 
・ 平成１３年度から導入された臨時財政対策債は、地方の財源不足を補て

んするため地方財政法の特例として発行されている臨時的かつ特例的な

地方債であり、当初は３年間の臨時的な措置のはずであったが４度の延

長で長期化しており、このような特例措置の解消に取り組むべきである。

・ 他方で、臨時財政対策債は、その元利償還金が基準財政需要額に算入さ

れるものの、臨時財政対策債の償還を臨時財政対策債で対応している現

状から、年々、臨時財政対策債の残高が増加し続けており、このような

借金を前提とした財政運営を余儀なくされている状況について少なから

ず市民の間でも不安感が募っている。 
・ 臨時財政対策債による地方財源不足への対応は、市債発行額の抑制や市

債残高削減の取組の支障となっているため、臨時財政対策債は速やかに

廃止し、国･地方を通じた歳出削減努力によってもなお生じる地方財源不

足額の解消は、地方交付税法の趣旨に則り地方交付税の法定率引上げに

より対処すべきである。 
◇臨時財政対策債市債残高の推移（さいたま市) 

2,649 2,687 2,720 2,625 2,677 2,653 2,671 2,683

848 943 1,020 1,152 1,361 1,511 1,663

726

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

H17年度 H18年度 H19年度 H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度

市債残高（臨時財政対策債除く） 臨時財政対策債残高

 

 

（単位：億円）

〔担当：財政局財政部参事兼財政課長 髙橋 篤 ℡０４８－８２９－１１５０〕

重点
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４４．国庫補助負担金の改革 

〔総務省・財務省・内閣府〕 

【提案・要望事項】 

１ 国庫補助負担金は、国が担うべき分野は必要な経費全額を

国が負担するとともに、地方が担うべき分野は所要額を全額

税源移譲すること 

 

２ 地域自主戦略交付金は、継続事業に配慮しつつ、地方が必

要とする総額を確保すること 

 

【背景・理由】 
・ 真に住民に必要なサービスを地方自らの責任で自主的・効率的に提供す

るためには、国と地方の役割分担を明確にしたうえで、国が担うべき分

野は必要な経費全額を国が負担するとともに、地方が担うべき分野は所

要額を全額税源移譲すること。 
・ また、平成２３年度から都道府県に導入された地域自主戦略交付金が、

今年度から指定都市に拡大されたことは、地域の自主性を高める取組が

一歩前進したものとして、一定程度評価できる。 
・ しかしながら、税源移譲に向けた工程が明確になっておらず、また地方

が必要とする総額が確保されていないことから、継続事業の実施にも支

障を来しており、市民サービスの低下が懸念される。 
・ よって、地方が必要とする総額の確保を求めるとともに、各種事務手続

きの簡素化及び更なる予算流用の弾力化など、より自由度が高く、活用

しやすい制度とすべきである。 
 

【参考】 

◇平成２４年度 地域自主戦略交付金の交付状況 

要 望 額 ５１億８，７７６万６千円 

交付限度額 ４２億８，６４５万４千円（予算計上額の８２．６％）

 差   額 ▲９億  １３１万２千円 

 

 

〔担当：財政局財政部参事兼財政課長 髙橋 篤 ℡０４８－８２９－１１５０〕

新規重点
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４５．社会保障・税番号制度（マイナンバー）の導入 

〔内閣官房・総務省〕 

【提案・要望事項】 

１ 地方公共団体が担う事務について早期に提示し、情報シ

ステムの構築・改修などの準備期間を確保すること 

 

２ 制度導入による混乱を防ぐため、全国民に対し、早急に

十分な周知を図ること 

 

３ 制度の導入及び運用にあたって新たに生じるシステム関

係経費については、国の責任において全額国庫負担するこ

と 

４ コンビニ交付を実施している市町村に対しては、再度の

システム改修等に必要な経費についても確実な財政措置を

行うこと 

 

【背景・理由】 
・ 社会保障・税番号制度の導入については、平成２４年２月１４日に閣議

決定、国会に提出され、平成２６年秋には「マイナンバー」通知、平成

２７年１月にはマイナンバーの利用開始、「個人番号カード」交付の方

針が示されている。 
・ 市町村は、マイナンバーを利用する業務に対応するため、組織体制の整

備、新たな情報システムの構築、現行システムの改修などの作業が必要

となるが、未だに国から制度の詳細が示されていない。 
・ 平成２７年１月の利用開始時までに万全の体制を整え、円滑かつ効率的

に制度を運用していくためには、相当な準備期間を要することから、個

人番号カードの取扱いや利用範囲をはじめ、地方公共団体が担う事務を

早急に提示することが必要である。 
・ また、総務省が、住民基本台帳カードやコンビニ交付の普及を推進した

結果、住民基本台帳カードは、約６５６万枚（平成２４年３月３１日現

在）が交付され、コンビニ交付は、４５団体（平成２４年５月１日現在）

において実施されている。 
・ マイナンバーの導入にあたり、住民基本台帳カードの機能を包括した新

新規
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第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

第３
四半期

第４
四半期

第１
四半期

第２
四半期

★法案成立 ★地方公共団体情報 ★番号生成開始 ★情報連携開始(国)
　システム機構設立 ★番号登録開始 ★

★番号通知開始 情報連携開始
★番号利用／カード交付開始 （自治体）

さいたま市対応

今後の想定スケジュール

平成２８年度
（２０１６年度）

主要なイベント

平成２４年度
（２０１２年度）

平成２５年度
（２０１３年度）

平成２６年度
（２０１４年度）

平成２７年度
（２０１５年度）

システム影響調査 既存住基システム改修
番号

登録

番号

通知 番号カード交付

他既存システム改修 運用テストＨ２４年度分補正予算化

連携インターフェースの導入・設置
制度の詳細を示された後、既存システムにどのよう
な影響が出るか調査するため、この時期が遅れれ
ば遅れるほど、システム改修に影響が出る。

たなＩＣカード（「個人番号カード」）を交付するとしているが、既存の

住民基本台帳カードの取扱いや「個人番号カード」でコンビニ交付を引

き続き利用するための手続方法などが示されておらず、早期の広報によ

る制度の周知徹底がなされないと、国民負担の増大や事務手続の混乱が

予想される。 
・ さらに、大都市が運用する情報システムは、住民記録をはじめ社会保障

や税関係等多岐にわたり、かつ大規模であることから、本制度の導入に

よる新たなシステム構築や現行システムの改修には多額の経費を要す

ることが見込まれていることに加え、コンビニ交付を実施している団体

では、再度のシステム改修等が必要となることも予想される。 
・ そもそも、この制度は、国家的に個人番号を活用することにより、国民

の利便性の向上及び行政運営の効率化を図るものであることから、制度

の導入及び運用に関する経費は国が負担し、市町村に新たな経費負担が

生じないようにするとともに、既にコンビニ交付を実施している市町村

に対しては再度のシステム改修等に必要な経費についても確実な財政

措置を行う必要がある。 
 

【参考】 
 

 

〔担当：市民・スポーツ文化局区政推進室参事 有住 勇人 ℡０４８－８２９－１８３３〕
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平成２５年度国の施策・予算に対する提案・要望 

 

平成２４年６月 

 

発行 さいたま市政策局都市経営戦略室 

〒330-9588 

埼玉県さいたま市浦和区常盤６丁目４番４号 

０４８－８２９－１０６４（直通） 



 

さいたま市ＰＲキャラクター 

つなが竜ヌゥ 
日本最大規模を誇る都心緑地空間“見沼田んぼ”の主の子孫。 
 
生まれ育った見沼（ミヌマ）から「ヌゥ」と名づけました。 
ヌゥ＝ｎｕにはフランス語で「飾り気のない」「素」の意味があります。 
 
「つなが竜」には、さいたま市の魅力を伝え、人々の「つながり」を深め
る役割を担う意味がこめられています。 



 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


